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第１部 総論 

第１章 実施計画策定の趣旨 

交通事故は、亡くなった方、怪我をされた方やその家族の生活を一瞬にして奪う

だけではなく、経済的損失も非常に大きいものとなります。 

「第 12 次埼玉県交通安全計画」（計画期間：令和８年度から令和 12 年度まで）

では、「人優先」の交通安全思想を基本とし、対策の重点として「こども及び高齢者

の安全確保」、「自転車及び歩行者の安全確保」、「自動車（二輪車を含む）の安全運

転推進」、「交通事故が起こりにくい環境づくり」を掲げ、「道路交通環境の整備」や

「交通安全意識の普及徹底」等、分野別の施策を講じることとしています。 

本実施計画は、「第 12 次埼玉県交通安全計画」及び令和７年の県内における交通

事故発生状況等を踏まえて、県及び国の指定行政機関が令和８年度に実施する具体

的な交通安全に関する事業や活動等を記載したものです。 

 

第２章 令和７年中の交通事故発生状況 

令和７年の県内における交通事故死者数は 125 人（前年比+12 人）で、重傷者数

は 1,847 人（前年比+６人）、負傷者数は 18,453 人（前年比△220 人）でした。 

 

 

    

令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年
死者数 121 118 104 122 125

重傷者数 1,760 1,801 1,721 1,728 1,847
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第３章 第 12 次埼玉県交通安全計画の目標と対策の重点 

１ 目標 

第 12 次埼玉県交通安全計画では、「交通事故ゼロの安心・安全 埼玉」を実現するため、

令和 12 年までに達成すべき具体的な目標を次のとおり定めています。 

○ 年間の交通事故死者数を 95 人以下とする。 

○ 年間の重傷者数を 1,425 人以下とする。 

 

２ 対策の重点 

(1) こども及び高齢者の安全確保 

こどもの安全の確保のため、通学路における歩道等の整備を推進するとともに、学齢

に応じた交通安全教育を推進することで、将来にわたる交通社会への参加意識の醸成を

図ります。 

また、埼玉県は、令和３年から人口減少過程に入り、また今後 75 歳以上の後期高齢者

人口が全国トップクラスのスピードで増加すると見込まれています。さらなる高齢化を

見据え、交通事故の被害に遭いやすい高齢者に対しては、地域での交通安全教育を推進

するほか、高齢者世帯訪問や、体験型の交通安全教育によりきめ細かい交通安全啓発活

動を推進します。また、高齢運転者に起因する交通事故防止のため、高齢者講習の充実

を始め認知機能検査などの運転免許制度の適正な実施を一層推進します。 

 

(2) 自転車及び歩行者の安全確保 

  埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例に基づき、自転車の安全利用を推進し 

 ます。また、令和６年 11 月に施行された、自転車の「ながらスマホ」の罰則強化、酒気 

 帯び運転の罰則対象化に加え、令和８年４月に交通反則通告制度（いわゆる「青切符」） 

 が施行されたことを踏まえ、自転車の交通ルールの周知、啓発、指導取締りにより自転 

 車の安全利用の一層の推進を図ります。 

  そのほか、自動車や歩行者と自転車利用者の共存を図るため、自転車専用通行帯等の 

 自転車通行空間の整備を推進します。 

  また、歩行者の交通事故を防止するため、歩行中の事故類型に即した交通安全教育や 

 道路横断時の安全確認の徹底について周知、啓発するとともに、最高速度 30 キロメート 

 ル毎時の区域規制を前提とした「ゾーン 30」対策、最高速度 30キロメートル毎時の区域 

 規制に加えハンプや狭さくといった物理的デバイスを組み合わせた「ゾーン 30 プラス」 

 等を推進します。さらに、自動車と歩行者の交通事故を抑止するため、令和８年９月か 
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 ら生活道路の法定速度が 30 キロメートル毎時に引き下げられることとなったため、これ 

 に関する広報啓発を実施するなど、制度の円滑な施行を図ります。 

 

(3) 自動車（二輪車を含む）の安全運転推進 

飲酒運転の危険性や事故実態の周知、飲酒運転根絶の機運醸成を促す取組を展開する

ほか、妨害運転（あおり運転）や「ながらスマホ」の危険性や交通事故実態についても関

係事業者等や安全運転管理者による教育の徹底や広報啓発活動、効率的な交通指導取締

りを推進します。 

また、後部座席を含めたすべての座席におけるシートベルトやチャイルドシートの正

しい使用について理解を深めるための広報啓発・指導を推進するほか、二輪車乗車中の

ヘルメット及びプロテクターの正しい着用について、関係機関・団体と連携した広報啓

発活動を推進し、頭部と胸部等保護の重要性について理解増進に努めます。 

そのほか、新しい小型モビリティについて利用者に対しては基本的な交通ルールにつ

いて周知徹底を図り、若い世代を中心に様々な機会を利用し、安全教育を強化するとと

もに、関係事業者に対してはガイドラインに基づいた安全対策の推進を図ります。 

 

(4) 交通事故が起こりにくい環境づくり 

交通事故の半数以上が交差点及びその付近において発生していることなどから、交通

事故状況等を考慮して、信号機の新設、既設の信号機の歩車分離式信号機への更新、交

差点整備等を重点的に実施します。 

また、自動車の衝突被害軽減ブレーキや自動運転等の先進技術の普及に伴い、こうし

た機能の性能を過信・誤解せず、正しく理解し利用するよう広報啓発など、時代に即し

た安全意識の普及啓発を推進するとともに、各季の交通安全運動等を県民総ぐるみで実

施し、交通安全意識の醸成を図ります。 
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第４章 令和７年度埼玉県交通安全実施計画の実施結果及び 

    令和８年度埼玉県交通安全実施計画の重点推進事項 
第 11 次埼玉県交通安全計画の目標を達成するため、進捗状況を踏まえ、交通安

全対策を実施してきました。 

 

 

 

 

対策の重点ごとの令和７年度の実施結果及び令和８年度の重点推進事項は下記

のとおりです。また、令和７年中の交通事故死傷者数は 18,578 人で、令和２年と比

較し-9.66％でした。 

※目標値は、令和元年中の数値を基準として、平成 24 年から令和元年までの平 

 均減少率等を基に算出 

 

１ 高齢者の交通事故防止 

令和７年中の高齢死者数は 64 人であり、前年と比べ 12 人増加しました。死傷者

数は 2,810 人であり、前年と比べて 42 人減少しました。 

【令和８年度の重点推進事項】 

○歩行中事故の特徴を踏まえた交通安全教育及びきらめき ３ Ｈ 運動の推進 

○各種講座等の実施による高齢運転者に対する交通安全教育の推進 

○高齢運転者の運転免許証自主返納の促進に関する環境整備の推進 

○ドライバーに対する思いやり運転の推進（高齢者を守る意識の醸成） 

 

２ 自転車の交通事故防止 

令和７年中の自転車乗用中の死者数は 25 人であり、前年と比べ６人増加しまし

た。死傷者数は 4,243 人であり、前年と比べて 294 人減少しました。 

指標 目標値(R7) 最新値(R7) 評価 

死者数 100 人 125 人 目標未達成 

重傷者数 1,500 人 1,847 人 目標未達成 

指標 目標(R8) 最新値(R7) 評価 

高齢者の死傷者

数 

全体の死傷者数の 

減少割合より減少 
2,810 人 

令和２年より 

18.8％減少 

指標 目標(R8) 最新値(R7) 評価 

自転車の死傷者数 
全体の死傷者数の 

減少割合より減少 
4,243 人 

令和２年より 

11.0％減少 

トリプルエイチ 
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【令和８年度の重点推進事項】 

○自転車レーンの整備など自転車利用環境の整備 

○自転車用ヘルメット及び反射材等の着用推進 

○自転車事故の特徴を踏まえた交通安全教育の推進 

 

３ こどもの交通事故防止 

こどもの死傷者数は、令和７年中では 1,167 人（死者数は２人）であり、前年と

比べて１人増加しました。 

【令和８年度の重点推進事項】 

○通学路における歩道等の整備や安全対策の推進 

○自転車用ヘルメット及び反射材等の着用の推進 

 ○こども及びその保護者に対する交通安全教育の推進 
 

４ 交差点における交通事故防止 

令和７年中の県内の交差点における交通死亡事故件数の割合は 68.9%となり、全

国平均（47.1％）より高い値で推移しています。一方、死傷者数は近年減少傾向で

推移していますが、令和７年においては 9,687 人であり、前年と比べて 29 人増加

しました。 

 

【令和８年度の重点推進事項】 

○交通事故発生箇所等における交差点改良など交通環境の整備 

○交差点関連違反の取締りの推進 

○高齢者に対する交通安全教育の推進及び反射材の着用促進 

 

指標 最新値（R7） 評価 

こどもの死傷者数 1,167 人 
令和２年より 

4.4％減少 

指標 最新値（R7） 評価 

交差点の死傷者数 9,687 人 
令和２年より 

9.6％減少 
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第２部 講じようとする施策 

 

第１章 道路交通環境の整備 

 

第２章 交通安全思想の普及徹底 

 

第３章 安全運転の確保 

 

第４章 車両の安全性の確保 

 

第５章 道路交通秩序の維持 

 

第６章 救助・救急活動の充実 

 

第７章 被害者支援の充実と推進 

 

第８章 研究開発及び調査研究の充実 

 

第９章 鉄道と踏切道の安全確保 
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第１章 道路交通環境の整備 

１ 生活道路等における人優先の安全・安心な歩行空間の整備 

(1) 生活道路における交通安全対策の推進 

交通事故分析データや、地域の意見や要望等に基づき抽出した交通事故の多いエリア

においては、道路管理者及び公安委員会が連携して、歩行者等の安全確保や通過交通の

排除及び最高速度 30 キロメートル毎時の区域規制、ハンプや狭さくといった物理的デバ

イスを組み合わせた「ゾーン３０プラス」対策等に取り組み、こどもや高齢者等が安心

して通行できる道路空間等の整備を推進します。 

また、自動車と歩行者の交通事故を抑止するため、令和８年９月から生活道路の法定

速度が 30キロメートル毎時に引き下げられることとなったため、これに関する広報啓発

を実施するなど、制度の円滑な施行を図ります。 

さらに、スマートフォン等の Bluetooth を活用して、歩行者用信号の情報を送信する

など、歩行者等支援情報通信システム（以下、「高度化 PICS（Pedestrian Information 

and Communication Systems）」という。）の整備を推進して、高齢者、障害者等の安全な

移動を支援します。 

              （県道路街路課、道路環境課、警察本部交通規制課） 

【事業主体】 県道路街路課（予算とりまとめのみ）、警察本部交通規制課 

事業内容 事業規模 事業費（千円） 

ゾーン 30プラスの

指定 

県(市町村事業)：2 箇所 

県警：5箇所 

県(市町村事業)：34,600 

(市町村負担額 16,650) 

県警：33,156（16,578） 

【事業主体】 県道路環境課 

事業内容 事業規模 事業費（千円） 

道路安全施設費 県内全域 4,811,653 

【事業主体】 警察本部交通規制課 

事業内容 事業規模 事業費（千円） 

高度化ＰＩＣＳの

整備 
1 基 2,096（1,048） 

※以下、国庫補助事業における事業費は、「総事業費（県負担額）」とする。 
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(2) 通学路等における安全対策 

ア 通学路の安全対策 

通学児童等の交通安全を確保するため、市町村、県警察をはじめとする関係機関や学

校関係者、保護者等の協力を得て実施した「通学路安全総点検」を基に適切な通学路の

安全対策を進めます。 

（県道路街路課、道路環境課） 

【事業主体】 県道路街路課 

事業内容 事業規模 事業費（千円） 

道路改築費 71 箇所 3,188,551 

社会資本整備総合交付金（改築）事業費 46 箇所 3,518,500（1,675,000） 

社会資本整備総合交付金（交通安全）事業費 34 箇所 1,291,340（693,187） 

自転車歩行者道整備費 61 箇所 1,428,000 

交差点整備費 26 箇所 403,000 

交通安全施設整備事業費 34 箇所 1,205,300（646,965） 

【事業主体】 県道路環境課 

事業内容 事業規模 事業費（千円） 

道路安全施設費 県内全域 4,811,653 

 

イ 未就学児が日常的に集団で移動する経路の安全対策 

「昨今の事故情勢を踏まえた交通安全対策に関する関係閣僚会議」において令和元年

６月 18 日に決定された「未就学児等及び高齢運転者の交通安全緊急対策」を踏まえ、保

育所等が行う散歩等の園外活動等の安全を確保するための「キッズ・ゾーン」の設定等

を市町村と連携して適切に進めます。 

（関東地方整備局大宮国道事務所、北首都国道事務所、県こども支援課、道路街路課、警察本部交通規制課）  

 

ウ こどもの命を守る通学路の緊急対策 

令和３年 10 月に、通学路安全総点検の実施結果を踏まえた「第５期埼玉県通学路整備

計画」を策定しました。「第５期埼玉県通学路整備計画」に位置付けた県管理道路の対策

箇所 879 箇所のうち、令和８年度は 100 箇所において推進します。       

                         （県道路環境課、道路街路課） 
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【事業主体】 県道路環境課、県道路街路課 

事業内容 事業規模 事業費（千円） 

子供の命を守る通学路緊急対策費 100 箇所 19,000 

 

エ 通学路グリーンスポット整備の推進 

横断者が安全に待機し、道路を渡れるよう、ガードレールなどの安全施設を設置し、

合わせて、カラー舗装や路面表示などにより「通学路グリーンスポット」を整備します。  

児童・生徒の横断者数、信号機の設置状況などを踏まえ、優先整備箇所を選定し、令和

８年度までに 20箇所を完成させます。            

（県道路街路課） 

【事業主体】 県道路街路課 

事業内容 事業規模 事業費（千円） 

自転車歩行者道整備費 
 

20 箇所 200,000 

 

(3) 高齢者、障害者等の安全に資する歩行空間等の整備 

ア 地方行政機関（国） 

市町村の交通バリアフリー基本構想や特定経路等の優先度の高い区間において、既設

歩道の段差解消や勾配の改善等歩行空間のバリアフリー化を推進します。 

（関東地方整備局大宮国道事務所、北首都国道事務所） 

 

イ 県 

(ｱ) 駅のバリアフリー化に対する補助 

年齢や障害の有無にかかわらず誰もが快適に安心して駅を利用できるよう、駅にお

ける障害者対応型トイレ等の整備に対して補助を実施します。 

                             （県交通政策課） 

【事業主体】 県交通政策課 

事業内容 事業費（千円） 

障害者対応型トイレ等の整備に対する補助 100,000 

 

(ｲ) 段差の改善等の推進 

 段差の改善など既設歩道のバリアフリー化を推進します。 

                             （県道路環境課） 
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【事業主体】 県道路環境課 

事業内容 事業規模 事業費（千円） 

バリアフリー安全対策費 9 箇所 220,000 

 

(ｳ) 埼玉県福祉のまちづくり条例に基づく対策 

 埼玉県福祉のまちづくり条例に基づき、バリアフリーに配慮した道路整備を促進し

ます。                       

     （県福祉政策課） 

【事業主体】 県福祉政策課 

事業内容 事業費（千円） 

福祉のまちづくり普及啓発事業 

福祉のまちづくり条例新築等届出審査 

埼玉県福祉のまちづくり推進協議会等の運営 

2,250 

 

ウ 県警察 

高齢者の歩行者・自転車が関係する人身事故が交差点内で多数発生していることから、

交差点内での事故防止対策として、信号機の歩車分離化やバリアフリー化を実施します。 

                           （警察本部交通規制課） 

【事業主体】 警察本部交通規制課 

事業内容 事業規模 事業費（千円） 

信号機の歩車分離化 5 基 45,498 

(19,650) 信号機のバリアフリー化 28 基 

 

２ 道路ネットワークの整備と生活道路との機能分化 

ア 国道改築 

交通安全対策の抜本的対策として、上尾道路等のバイパス整備、南北方向を強化する

新大宮上尾道路などの道路整備を推進します。 

             （関東地方整備局大宮国道事務所、北首都国道事務所） 
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【事業主体】 関東地方整備局大宮国道事務所 

施工箇所 事業費（千円） 

上尾道路 155,000 

上尾道路（Ⅱ期） 3,800,000 

本庄道路 2,500,000 

本庄道路（Ⅱ期） 450,000 

新大宮上尾道路（与野～上尾南） 3,700,000 

新大宮バイパス 373,000 

与野大宮道路 20,000 

上武道路 40,000 

新宿町三丁目局所渋滞対策 40,000 

西別府～東方局所渋滞対策 50,000 

【事業主体】 関東地方整備局北首都国道事務所 

施工箇所 事業費（千円） 

東埼玉道路（延伸） 1,800,000 

東埼玉道路（八潮～松伏） 2,420,000 

    

イ 幹線道路網の整備等 

県内各地域間や県外との交流を促進する安全で円滑な道路交通を確保し、交通安全の

向上を図ります。 

このため、高速道路や地域高規格道路の整備、国道や主要な県道のバイパス整備や４

車線化、東西方向の道路の強化、スマートインターチェンジの整備促進やインターチェ

ンジにアクセスする道路の整備など、体系的な道路網の整備を進めるとともに、交差点

の改良・立体化など、総合的な交通渋滞対策を推進します。    

                              （県道路街路課） 

【事業主体】 県道路街路課 

事業内容 事業費（千円） 

道路改築費（一般国道 254 号ほか 71 箇所）【再掲】 3,188,551 

道路改築事業費（一般国道 140 号ほか 8箇所） 2,190,000（1,181,400） 

社会資本整備総合交付金（改築）事業費 

（一般国道 125 号ほか 46 箇所）【再掲】 
3,518,500（1,675,000） 
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街路整備費（都市計画道路放射７号線ほか 30 箇所） 2,864,892 

街路改良事業費 

（都市計画道路放射７号線ほか 11箇所） 
761,000（411,004） 

社会資本整備総合交付金（街路）事業費 

（都市計画道路草加三郷線ほか 13箇所） 
2,301,930（1,223,338） 

連続立体交差事業費（県単）（東武伊勢崎線・野田線） 76,000 

連続立体交差事業費（公共）（東武伊勢崎線・野田線） 4,156,075（2,252,800） 

 

ウ 土地区画整理事業による区画道路等整備 

土地区画整理事業により、幹線道路、区画道路、歩行者専用道路等の系統的な整備を

行います。                     

                             （県市街地整備課） 

【事業主体】 県市街地整備課 

施行地区 事業規模(地区数) 事業費（千円） 

八潮市八潮南部西地区等 ４地区 2,019,649（1,162,942） 

 

３ 幹線道路における交通安全対策の推進 

(1) 事故ゼロプラン（事故危険区間重点解消作戦）の推進  

事故ゼロプランの実施に当たっては、効率的・効果的な実施に努め、死傷事故率の高

い区間や地域の交通の実情を反映した区間等、事故の危険性が高い特定の区間を第三者

の意見を参考に選定します。さらに、地域住民等に対し、事故危険区間についての広報

を行うとともに、事故データにより、事故類型や事故要因等を明らかにした上で、道路

照明灯や視線誘導標の整備等、交通安全施設の重点的整備を推進します。また、対策完

了後は、対策の効果を分析・評価し、必要に応じ追加対策を行う等、評価結果を基に新

たな対策を実施します。 

（関東地方整備局大宮国道事務所、北首都国道事務所、県道路環境課、警察本部交通規制課） 

【事業主体】 県道路環境課 

事業内容 事業規模 事業費（千円） 

道路安全施設費【再掲】 県内全域 4,811,653 
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 (2) 事故危険箇所対策の推進 

事故の発生割合の大きい幹線道路の区間等を事故危険箇所に指定し、公安委員会と道

路管理者が連携して事故抑止対策を実施します。事故危険箇所においては、歩道等の整

備、交差点改良、視距の改良及び防護柵、区画線の設置、視線誘導標の設置等の対策を

推進します。 

（関東地方整備局大宮国道事務所、北首都国道事務所、県道路街路課、道路環境課、警察本部交通規制課） 

【事業主体】 県道路街路課 

事業内容 事業規模 事業費（千円） 

社会資本整備総合交付金（交通安全）事業費【再掲】 3 箇所 31,800（17,490） 

交通安全施設整備事業費【再掲】 6 箇所 219,000（120,450） 

交差点整備費【再掲】 26 箇所 403,000 

【事業主体】 県道路環境課 

事業内容 事業規模 事業費（千円） 

道路安全施設費【再掲】 県内全域 4,811,653 

 

(3) 重大事故の再発防止 

社会的影響の大きい重大事故が発生した際は、速やかに事故要因を調査し、同様の事

故の再発防止を図ります。 

（関東地方整備局大宮国道事務所、県道路環境課、警察本部交通総務課、交通規制課） 

【事業主体】 県道路環境課 

事業内容 事業規模 事業費（千円） 

道路安全施設費【再掲】 県内全域 4,811,653 

 

(4) 高速自動車国道等における交通安全対策の推進 

高速自動車国道等においては、緊急に対処すべき交通安全対策を総合的に実施する観

点から、交通安全施設等の整備を計画的に進めるとともに、渋滞区間における道路の拡

幅等の改築事業、適切な道路の維持管理、道路交通情報の提供等を積極的に推進し、安

全水準の維持、向上を図ります。 

 

ア 交通安全施設の整備等  

安全で円滑な自動車交通を確保するため、事故多発区間のうち緊急に対策を実施すべ

き箇所について、雨天、夜間等の事故要因の詳細な分析を行い、これに基づき中央分離
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帯強化型防護柵、自発光式視線誘導標、高機能舗装、高視認性区画線の整備等を重点的

に実施するとともに、道路構造上往復に分離されていない非分離区間については、対向

車線へのはみ出しによる重大事故を防止するため、ワイヤロープの設置を推進します。 

逆走及び歩行者、自転車等の立入り事案による重大事故防止のため、標識や路面標示

等による対策の拡充に加え、産学官が連携した新しい技術として、錯視効果を応用した

路面標示やセンサーによる検知・警告設備等の対策を実施するとともに、画像認識技術

を活用した路車連携技術の開発等を推進します。 

渋滞区間における追突事故防止を図るため、臨時情報板を含む情報板の効果的な活用

を推進するほか、後尾警戒車等により渋滞最後尾付近の警戒を行います。 

また、事故発生後の救助・救急活動を支援する緊急開口部の整備等も併せて実施する

とともに、高速自動車国道等におけるヘリコプターによる救助・救急活動を支援します。 

 

イ 渋滞区間における道路の拡幅等 

過労運転やイライラ運転を防止し、安全で快適な自動車走行に資するより良い走行環

境の確保を図るため、本線拡幅やインターチェンジの改良、事故や故障による停車車両

の早期撤去等による渋滞対策、休憩施設の混雑解消等を推進します。 

 

ウ 道路交通情報の提供 

道路利用者の多様なニーズに応え、道路利用者へ適切な道路交通情報等を提供する道

路交通情報通信システム（以下、「VICS（Vehicle Information and Communication System）

という。」及び ETC2.0 等の整備・拡充を図るとともに、渋滞の解消及び利用者サービス

の向上を図るため、情報通信技術を活用して即時に道路交通情報の提供を行う利用者サ

ービスの向上等を推進します。 

         （関東地方整備局大宮国道事務所、北首都国道事務所） 

 

(5) 道路の改築等による交通事故対策の推進 

歩行者及び自転車利用者の安全と生活環境の改善を図るため、歩道等を設置するため

の既存道路の拡幅、自転車の通行を歩行者や車両と分離するための自転車道や自転車専

用通行帯、自転車の通行位置を示した道路の整備等の道路交通の安全に寄与する道路の

改築事業を推進します。 

（関東地方整備局大宮国道事務所、北首都国道事務所、県道路街路課、道路環境課） 

【事業主体】 県道路街路課 

事業内容 事業規模 事業費（千円） 
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交通安全施設整備事業費【再掲】 34 箇所 
1,205,300 

（646,965） 

社会資本整備総合交付金（交通安全）事業費【再掲】 34 箇所 
1,291,340 

（693,187） 

自転車歩行者道整備費 61 箇所 1,428,000 

交差点整備費【再掲】 26 箇所 403,000 

【事業主体】 県道路環境課 

事業内容 事業規模 事業費（千円） 

自転車通行環境整備費 8 箇所 151,000 

 

(6) 高度道路交通システム(ITS)の推進等による安全で快適な道路交通環境の実現 

交通情報の収集・分析・提供や交通状況に即応した信号制御を行うため、交通管制シ

ステムの充実・改良を図ります。具体的には、交通管制システム中央装置の端末対応装

置化を図るほか、高度化光ビーコン等最先端の情報通信技術を用いて新交通管理システ

ム（以下、「UTMS（Universal Traffic Management Systems）」という。）を推進するとと

もに、情報収集・提供環境の拡充や自動運転技術の実用化に資する交通環境の構築等に

より、安全で快適な道路環境の実現を図ります。 

（警察本部交通規制課） 

【事業主体】 警察本部交通規制課 

事業内容 事業費（千円） 

交通管制センター 503,932（31,354） 

 

４ 交通安全施設等の整備と戦略的な維持管理等 

(1) 交通安全施設等整備事業の推進 

ア 交通安全施設等整備事業の推進 

交通の安全を確保する必要性が高い道路については、道路管理者及び公安委員会が連

携し、重点的、効果的かつ効率的に交通安全施設等整備事業を推進することにより、交

通環境を改善し、交通事故防止と交通の円滑化を図ります。 

（関東地方整備局大宮国道事務所、北首都国道事務所、県道路街路課、道路環境課） 

【事業主体】 県道路街路課 

事業内容 事業規模 事業費（千円） 
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交通安全施設整備事業費【再掲】 34 箇所 
1,205,300 

（646,965） 

社会資本整備総合交付金（交通安全）事業費【再掲】 34 箇所 
1,291,340 

（693,187） 

自転車歩行者道整備費 61 箇所 1,428,000 

交差点整備費【再掲】 26 箇所 403,000 

 

イ 交差点の整備 

県内の交通事故の約半数が交差点及び交差点付近で発生していること、また右折帯の

ない交差点は交通渋滞の大きな要因となっていることから、右折帯を設置する等の交差

点整備を重点的に実施します。 

（関東地方整備局大宮国道事務所、北首都国道事務所、県道路街路課） 

【事業主体】 県道路街路課 

事業内容 事業規模 事業費（千円） 

社会資本整備総合交付金（交通安全）事業費【再掲】 3 箇所 31,800（17,490） 

交通安全施設整備事業費【再掲】 6 箇所 219,000（120,450） 

交差点整備費【再掲】 26 箇所 403,000 

 

ウ 信号機の整備 

道路の構造及び交通の実態等を勘案して、交通事故多発交差点、事故危険箇所等に信

号機を設置するほか、既設の信号機については、信号灯器の LED 化及び歩車分離式信号

機の導入を推進します。 

                           （警察本部交通規制課） 

【事業主体】 警察本部交通規制課 

事業内容 事業規模 事業費（千円） 

信号機整備（新設） 21 箇所 
674,977（12,815) 

信号機整備（改良） 278 箇所 

信号機の歩車分離化【再掲】 5 基 
45,498（19,650） 

信号機のバリアフリー化【再掲】 28 基 

信号灯器の LED 化 3,940 灯 1,661,960（91,185) 
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エ 道路標識等の整備 

安全で快適な道路交通環境を確保するため、保守点検の徹底、適切な更新補修、整理

統合により、「見やすく、分かりやすい」高輝度化標識等の整備をするとともに、道路環

境に即した整理統合を図ります。 

（関東地方整備局大宮国道事務所、北首都国道事務所、県道路環境課、警察本部交通規制課） 

【事業主体】 県道路環境課 

事業内容 事業規模 事業費（千円） 

道路安全施設費【再掲】 県内全域 4,811,653 

  【事業主体】 警察本部交通規制課 

事業内容 事業規模 事業費（千円） 

道路標識 5,473 本 547,364（58,830） 

道路標示 571,043（136,399) 

 

(2) 交通安全施設等の戦略的維持管理 

整備後長期間が経過した信号機等の老朽化対策が課題となっていることから、平成 27

年に県において策定された「県有資産総合管理方針」等に即して、点検結果に基づく計

画的な老朽施設の更新、不要な施設の撤去等を推進し、維持管理費の削減等を図ります。 

                           （警察本部交通規制課） 

【事業主体】 警察本部交通規制課 

事業内容 事業規模 事業費（千円） 

老朽化施設の撤去 112 基 28,316 

 

(3) 道路交通環境整備への住民参加の促進 

安全な道路交通環境の整備に当たっては、道路を利用する人の視点を生かすことが重

要であることから、道路利用者等が日常感じている意見を「標識 BOX・信号機 BOX」（は

がき、インターネット等を利用して、運転者等から道路標識等に関する意見を受け付け

るもの）、「道路損傷通報サービス」（道路の損傷をスマートフォンやパソコンで通報でき

るサービス）や「道の相談室」等を活用して道路交通環境の整備に反映します。 

また、交通の安全は、住民の安全意識により支えられることから、安全で良好なコミ

ュニティの形成を図るために、交通安全対策に関して住民が計画段階から実施全般にわ

たり積極的に参加できる仕組みをつくり、行政と住民の連携による交通安全対策を推進

します。 
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（関東地方整備局大宮国道事務所、北首都国道事務所、県道路環境課、警察本部交通規制課） 

【事業主体】 県道路環境課 

事業内容 事業規模 事業費（千円） 

道路安全施設費【再掲】 県内全域 4,811,653 

 

(4) 横断歩行者優先の前提となる施設の適正な維持管理 

横断歩行者優先の前提となる横断歩道の道路標識・道路標示が破損、滅失、褪色、摩耗

等の理由によりその効用が損なわれないよう効率的かつ適切な管理を行います。 

                           （警察本部交通規制課） 

【事業主体】 警察本部交通規制課 

事業内容 事業規模 事業費（千円） 

横断歩道の補修 3,650 本 289,956（89,370） 

 

(5) 道路交通環境安全推進連絡会議の活用 

関係機関との緊密な連携の下、安全な道路交通環境の整備を推進し、県内の交通事故

防止を図るために設置された「埼玉県道路交通環境安全推進連絡会議」を通じ、道路管

理者と交通管理者が一体となった交通事故防止対策を推進します。 

（関東地方整備局大宮国道事務所、県防犯・交通安全課、道路環境課、警察本部交通規制課） 

【事業主体】 県道路環境課 

事業内容 事業規模 事業費（千円） 

道路安全施設費【再掲】 県内全域 4,811,653 

 

５ 地域公共交通の確保・充実 

高齢者を始めとする地域住民の移動手段の確保に向け、県内市町村における地域公共

交通のマスタープラン（地域公共交通計画）策定を促進し、公共交通サービスの改善を

図るとともに、地域の輸送資源の総動員による持続可能な移動手段の確保・充実を図る

取組を推進します。 

また、地域公共交通事業者にとって喫緊の課題である運転手確保について、地域公共

交通の持続可能性の観点から、人材確保に係る取組を推進します。 

                               （県交通政策課） 

【事業主体】 県交通政策課 

事業内容 事業費（千円） 
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スマート技術を活用したＤＸやコンパクト＋ネットワークによる交

通再編に取り組む市町村や交通事業者への補助 
57,660 

業界団体による若者・女性を中心とした人材確保支援策に係る費用

を補助、また交通事業者に女性進出促進のための職場環境整備に係

る費用を補助 

15,956 

 

６ 無電柱化の推進 

安全で快適な通行空間の確保、良好な景観・住環境の形成、電柱の倒壊による災害の

防止、情報通信ネットワークの信頼性の向上等の観点や無電柱化推進計画に基づき、無

電柱化の推進を図ります。 

（関東地方整備局大宮国道事務所、県道路環境課、道路街路課） 

【事業主体】 県道路環境課 

事業内容 事業規模 事業費（千円） 

道路構造物維持事業費 11 箇所 300,000（165,000） 

電線地中化（道路）整備費 16 箇所 1,114,000 

【事業主体】 県道路街路課 

事業内容 事業規模 事業費（千円） 

交通安全施設整備事業費【再掲】 5 箇所 346,300（190,465） 

自転車歩行者道整備費【再掲】 2 箇所 15,000 

街路整備費【再掲】 12 箇所 1,485,982 

街路改良事業費【再掲】 10 箇所 361,000（195,211） 

社会資本整備総合交付金（街路）事業費

【再掲】 

5 箇所 1,451,930（788,507） 

 

７ 効果的な交通規制の推進 

(1) 地域の交通実態等を踏まえた交通規制 

地域の交通実態等を踏まえ、交通事情の変化を的確に把握して地域住民等の意見等を

踏まえた上で、総合的な対策を実施することにより、安全で円滑な交通流の維持を図り

ます。 

速度規制については、実勢速度、交通事故発生状況等を勘案しつつ、規制速度の引上

げ、規制理由の周知措置等を計画的に推進するとともに、生活道路の速度抑制対策を積



第１章 道路交通環境の整備 

  21  

極的に推進します。 

また、駐車規制については、地域住民等の意見要望を十分に踏まえた上で、道路環境、

交通量、駐車需要等に即応したきめ細かな駐車規制を推進します。 

さらに、信号制御については、横断実態等を踏まえ、歩行者の待ち時間が長い押しボ

タン式信号の改善を行うなど、信号表示の調整等の運用の改善を推進します。 

（警察本部交通規制課） 

 

(2) 安全で機能的な都市交通確保のための交通規制 

安全で機能的な都市交通を確保するため、計画的に都市部における交通規制の内容に

ついて点検・見直しを推進するとともに、都市交通に見合った交通流・量の配分・誘導

を図ります。 

また、路線バス等大量公共輸送機関の安全・優先通行を確保するための交通規制等を

推進します。 

（警察本部交通規制課） 

 

(3) 幹線道路における交通規制 

一般道路については、交通の安全と円滑化を図るため、道路の構造、交通安全施設等

の整備状況、交通実態等を勘案し、速度規制等の交通規制について見直しを行い、その

適正化を図ります。 

（警察本部交通規制課） 

 

(4) 高速道路における交通規制 

新規供用の高速道路等については、道路構造、交通安全施設の整備状況等を勘案し、

安全で円滑な交通を確保するため、適正な交通規制を実施します。 

既供用の高速道路等については、交通流の変動、道路構造の改良状況、安全施設の整

備状況、交通事故の発生状況等を総合的に勘案して、交通実態に即した交通規制となる

よう見直しを行います。 

特に、交通事故多発区間においては、大型貨物自動車等の通行区分規制、速度規制等

の必要な安全対策を推進するとともに、交通事故、災害発生時等の交通障害発生時にお

いては、その状況に即し、臨時交通規制を迅速かつ的確に実施し、二次事故の防止を図

ります。 

（警察本部交通規制課、高速道路交通警察隊） 

 



第１章 道路交通環境の整備 

  22  

(5) 効果的な交通規制の推進 

交通事故が多発する地域、路線においては、事故要因に即した効果的な交通規制を重

点的に実施します。また、道路交通環境の変化等により、現場の交通規制と交通実態と

がそぐわないと認められる場合は、交通規制の見直しを実施します。 

（警察本部交通規制課） 

 

(6) 交通規制情報の質の向上等の推進 

公安委員会が行う交通規制情報のデータベース化を推進し、効果的な交通規制を推進

する環境の整備を行います。 

（警察本部交通規制課） 

 

８ 自転車利用環境の総合的整備 

ア 地方行政機関（国） 

直轄国道に関係する市町村が策定する自転車ネットワーク計画等のうち優先度の高い

区間において、自転車通行空間の整備を推進します。 

（関東地方整備局大宮国道事務所、北首都国道事務所） 

 

イ 県 

(ｱ) 県内市町村を対象とした技術的支援等 

埼玉県自転車活用推進計画に基づき、県内市町村における自転車活用推進計画の策

定（自転車ネットワーク計画を含む）を促進します。 

加えて、県有施設へのシェアサイクルポートの設置など、市町村におけるシェアサ

イクル導入等の取組を支援します。 

  （県県土整備政策課） 

 

(ｲ) 自転車通行空間の整備 

自転車活用推進計画に基づき、自転車交通量や市町村の自転車通行空間のネットワ

ークを考慮し、既存の道路幅員を活用した自転車通行空間の整備を推進します。 

                             （県道路環境課） 

【事業主体】 県道路環境課 

事業内容 事業規模 事業費（千円） 

自転車通行環境整備費【再掲】 6 箇所 150,000 
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(ｳ) 放置自転車クリーンキャンペーン事業 

放置自転車の解消を図るため、放置自転車クリーンキャンペーンを実施します。 

                          （県防犯・交通安全課） 

【事業主体】 県防犯・交通安全課 

事業内容 事業規模 事業費（千円） 

ポスター等配布による啓発 1.100 枚 155 

 

   (ｴ) 放置自転車実態調査 

駅前放置自転車の実態を把握するため、駐輪場の整備状況、放置自転車台数などの

調査を実施します。（隔年度実施。令和９年度実施。） 

 （県防犯・交通安全課） 

 

   (ｵ) 駅周辺等の自転車駐輪場の整備 

市町村が行う自転車駐車場やシェアサイクルポートの整備に対する国の補助金や

交付金の活用について支援を行い、自転車駐車場等の整備促進を図ります。 

（県市街地整備課） 

 

９ 高度道路交通システム(ITS)の活用 

最先端の情報通信技術等を用いて交通管理の最適化を図るため、光ビーコンの機能を

活用して UTMS の整備を行うことにより高度道路交通システム(以下、「ITS（Intelligent 

Transport Systems）」という。)を推進します。 

（関東地方整備局大宮国道事務所、警察本部交通規制課） 

 

10 交通需要マネジメントの推進 

(1) 自動車の効率的利用の促進 

円滑で安全な道路交通の確保に資するため、相乗りや、混雑時間や混雑箇所を避けた

自動車利用を促す等、自動車の効率的な利用を進めるとともに、置き配や宅配ボックス

を活用した宅配便の再配達削減に資する取組等による物流効率化を推進します。 

（関東運輸局埼玉運輸支局、県商業・サービス産業支援課） 
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【事業主体】 県商業・サービス産業支援課 

事業内容 事業費（千円） 

市町村が行う集合住宅の宅配ボックスの設置補助事業に対する補助 20,000 

 

(2) 公共交通機関の利用の促進 

ア 地方行政機関（国） 

重要な役割を担うバスの円滑な運行を図り、利便性の向上等を促進します。 

（関東運輸局埼玉運輸支局） 

 

イ 県 

誰もが安心してバスや鉄道等の公共交通を利用できるよう、ノンステップバスの導入

促進、駅のエレベーター設置等により利便性の向上を進め、利用者の安全を確保するこ

とで、自動車から公共交通への利用転換を推進します。 

                              （県交通政策課） 

【事業主体】 県交通政策課 

事業内容 事業費（千円） 

ノンステップバスを導入する事業者を補助する市町村への補助 6,875 

 

ウ 県警察 

都市部における円滑な道路交通を確保するため、交通管制システムの機能の拡充や公

共車両優先システム（PTPS（Public Transportation Priority Systems））の運用を継続

するとともに、これらと連携した道路整備に合わせて、公共輸送機関の優先対策を推進

します。 

（警察本部交通規制課） 

 

11 災害に備えた道路交通環境の整備 

(1)  災害に備えた道路の整備  

地震、豪雨・豪雪等の災害が発生した場合においても安全で安心な生活を支える道路

交通を確保することとし、豪雨災害や地震等の大規模災害発生時においても、被災地の

救援活動や緊急物資輸送に不可欠な緊急輸送道路の機能を確保するため、代替道路等の

整備や橋梁の耐震化等を推進します。 

また、災害発生時に、避難場所等として地域防災計画等に位置付けられている「道の
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駅」については、防災機能の強化を図り、防災拠点としての活用を推進します。 

さらに、ミッシングリンクの解消や高速道路の４車線化、一般道の防災課題解消など

を推進し、災害に強い道路ネットワークを構築します。 

（関東地方整備局大宮国道事務所、北首都国道事務所、県道路環境課） 

【事業主体】 県道路環境課 

事業内容 事業規模 事業費（千円） 

橋りょう修繕費 28 箇所 9,281,000 

 

道路法第 37 条に基づく道路の占用を制限している区域は、以下のとおりです。 

ア 国土交通省管理道路 

 路線名 備 考 

１ 一般国道４号 草加市谷塚地先～久喜市栗橋北地先 

２ 一般国道 16 号 入間市大字二本木地先～春日部市大字西金野井地先 

３ 一般国道 17 号 東京都板橋区舟渡地先～児玉郡上里町大字勅使河原地先 

４ 一般国道 254 号 川越市新宿町地先～同市大字大仙波地先 

５ 一般国道 298 号 和光市新倉地先～三郷市高州地先 

（関東地方整備局大宮国道事務所、北首都国道事務所） 

 

イ 県管理道路 

 路線数 備 考 

１ 一般国道 122 号ほか 12 路線 第１次特定緊急輸送道路 

２ 一般国道 140 号ほか 42 路線 第１次緊急輸送道路 

３ 県道さいたま春日部線ほか 115 路線 第２次緊急輸送道路 

（県道路環境課） 

 

(2) 災害に強い交通安全施設等の整備 

地震、豪雨・豪雪等による災害が発生した場合においても安全な道路交通を確保する

ため、交通管制センター、交通監視用カメラ、道路情報提供装置等の交通安全施設の整

備を推進するとともに、災害発生時の停電に起因する信号機の機能停止による混乱を防

止するため、予備電源として自動起動式交通信号用発動発電機の整備を推進します。 

（県道路環境課、警察本部交通規制課） 

【事業主体】 県道路環境課 
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事業内容 事業規模 事業費（千円） 

道路環境整備費 県内全域 5,153,369 

道路安全施設費【再掲】 県内全域 4,811,653 

【事業主体】 警察本部交通規制課 

事業内容 事業規模 事業費（千円） 

自動起動式交通信号機用発動発電機の整備 5 基 18,940（9,470） 

交通監視用カメラの整備 5 基 31,604（12,588） 

 

(3) 広域交通管制システムの推進 

オンライン接続により交通管制センターから詳細な交通情報をリアルタイムで警察庁

に送信し、広域的な交通管理に活用する「広域交通管制システム」の的確な運用を推進

します。 

（警察本部交通規制課） 

 

(4) 災害発生時における交通規制 

災害発生時は、必要に応じて緊急交通路を確保し、それに伴う混乱を最小限に抑える

ため、被災地への車両の流入抑制等の交通規制を迅速かつ的確に実施します。 

また、災害対策基本法による通行禁止等の交通規制を的確かつ迅速に行うため、信号

制御により被災地への車両の流入を抑制するとともに、迂回指示・広報を行います。 

併せて、災害の状況や交通規制等に関する情報を交通情報板等による提供や災害発生

時における混乱を最小限に抑える観点から、道路管理者と連携し、交通量等が一定の条

件を満たす場合において安全かつ円滑な道路交通を確保できる環状交差点の活用を図り

ます。 

（警察本部交通規制課） 

 

(5) 災害発生時における情報提供の充実 

災害発生時において、道路の被災状況や道路交通状況を迅速かつ的確に収集・分析・

提供し、復旧や緊急交通路、緊急輸送路等の確保及び道路利用者等への道路交通情報の

提供等に資するため、地震計、交通監視用カメラ、車両感知器、道路情報提供装置、道路

管理情報システム等の整備を推進するとともに、ICT を活用した道路・交通に関する災害

情報等の提供を推進します。 

また、災害発生時には、警察や道路管理者が保有するプローブ情報や、民間事業者が

保有するプローブ情報から運行実績情報を生成し提供することで、災害時における交通
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情報の提供を推進するほか、災害発生時には、車両の通行止め等必要な交通規制を行う

とともに、迂回誘導、道路交通に関する情報の提供等の措置を行います。 

（関東地方整備局大宮国道事務所、北首都国道事務所、熊谷地方気象台、県道路環境課、警察本部交通規制課） 

【事業主体】 県道路環境課 

事業内容 事業規模 事業費（千円） 

道路環境整備費 県内全域 5,153,369 

道路安全施設費【再掲】 県内全域 4,811,653 

 

12 総合的な駐車対策の推進 

(1) きめ細かな駐車規制の推進 

地域住民等の意見要望等を十分に踏まえつつ、駐車規制の点検・見直しを実施すると

ともに、物流の必要性や自動二輪車の駐車需要等にも配慮し、地域の交通実態等に応じ

た規制の緩和を行うなど、きめ細かな駐車規制を推進します。 

また、駐車許可等の制度を適切に運用するとともに、駐車許可等を受けた車両に対し

て、横断歩道の前後５メートル以内等、法定の道路の部分については、交通の安全性等

の観点から駐車等が禁止されていることの周知徹底を図ります。  

（警察本部交通規制課） 

 

(2) 違法駐車対策の推進 

ア 重点を指向した取締りの推進 

県下 27 警察署において公表している駐車監視員活動ガイドラインに基づき、重点的に

巡回する地域、路線における、駐車監視員による放置駐車車両の確認、標章の取り付け

事務を行うとともに、警察官による放置駐車車両の取締りを推進します。また、違法駐

車の実態を反映させるため、駐車監視員活動ガイドライン等の定期的な見直しを行いま

す。 

（警察本部交通指導課） 

 

イ 交通の危険を生じさせる放置駐車車両の早期排除 

道路における交通の危険を防止し、交通の円滑を図るため、著しい障害を生じさせる

放置駐車車両は、レッカーによる移動措置を講じて、放置駐車車両を早期に排除します。 

（警察本部交通指導課） 
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ウ 放置車両の使用者に対する責任の追及 

運転者の責任を追及できない放置駐車車両については、その使用者に対し放置違反金

納付命令及び車両の使用制限命令を行い、使用者としての責任を追及します。 

（警察本部交通指導課） 

  

エ 放置違反金の収納事務委託 

放置違反金の収納事務委託（コンビニ及びキャッシュレス収納）を行い、更なる放置

違反金の未収金削減を図ります。 

（警察本部交通指導課） 

 

オ 既存駐車施設等の活用促進 

無秩序な路上駐車を防止するため、道路状況や駐車実態を踏まえ、短時間駐車の需要

に対応するため、パーキング・メーター等の適正な運用を図ります。 

（警察本部交通指導課） 

 

 

 

 

 

(3) 駐車場等の整備 

駐車施設等の整備については、駐車場整備に関する調査を推進し、自動車交通が混雑

する地区等において、駐車場整備地区の指定を促進するとともに、当該地区において計

画的、総合的な駐車対策を行うため、駐車場整備計画の策定を促進します。 

また、大規模な建築物に対し、駐車施設の整備を促進します。 

（県都市計画課） 

 

(4) 違法駐車を排除する気運の醸成・高揚 

ア 違法駐車防止気運の醸成  

違法駐車の排除及び適正な自動車の保管場所の確保等に関し、県民への広報活動を積

極的に推進するとともに、地域交通安全活動推進委員の活動の活性化等、関係機関・団

体等との緊密な連携を図り、違法駐車防止気運を高めます。 

（県防犯・交通安全課、警察本部交通総務課） 

 

【事業主体】 警察本部交通指導課 

事業内容 事業費（千円） 

放置駐車違反取締強化対策経費 716,870 
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イ 各種講習における広報指導 

運転免許証更新時講習、各事業所での交通安全講習等、各種講習の機会をとらえて、

違法駐車の危険性、迷惑性に関する講習を行い、違法駐車の防止を図ります。 

（警察本部交通総務課、運転免許課） 

 

(5)  ハード・ソフト一体となった駐車対策の推進 

既存駐車施設等の活用促進については、駐車場案内・誘導システムによる駐車施設の

位置や満空情報の提供、公共施設附置駐車場の休日一般開放等、既存駐車場の有効利用

を図るほか、パーキング・メーター等の適正な運用を図ります。 

また、駐車需要への対応が十分でない場所を中心に、地域の駐車管理構想を見直し、

道路環境、交通実態、地域の意見要望を十分に踏まえた駐車規制の点検・改善、道路利

用者や関係事業者等による自主的な取組を促進するとともに、違法駐車の取締り、積極

的な広報・啓発活動等のハード・ソフト一体となった総合的な駐車対策を推進します。 

（県商業・サービス産業支援課、警察本部交通規制課） 

【事業主体】 警察本部交通規制課 

事業内容 事業費（千円） 

パーキング・メーター等の運用 17,881 

 

ア 保管場所の確保及び格納の徹底 

交通渋滞や交通事故の原因、緊急自動車の活動の阻害要因となっている道路の車庫代

わり駐車を防止するため、広報活動、取締りを推進するとともに保管場所管理システム

を活用した自動車保管場所証明制度の適正な運用及び軽自動車の保管場所に係る届出義

務等の周知徹底を図り、安全で快適な道路環境の確保を促進します。 

                          （警察本部交通規制課） 

【事業主体】 警察本部交通規制課 

事業内容 事業費（千円） 

保管場所の調査委託等 517,691 

 

イ 自動車販売業界に対する指導 

自動車の販売等に際しては、適正な保管場所が確保されるよう、自動車販売業界を指

導します。          

（警察本部交通総務課、交通指導課、交通規制課） 
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13 道路交通情報の充実 

(1) 交通管制システムの充実・高度化 

ITS の一環として、路車協調技術の推進、並びに運転者に渋滞状況等の道路交通情報を

提供する VICS や ETC2.0 の整備・拡充を積極的に推進します。 

また、多様化する道路利用者のニーズに応えて、交通管制エリアの拡大等の交通管制

システムの充実・高度化を図るほか、交通規制情報のデータベース化を推進します。 

（関東総合通信局、警察本部交通規制課） 

 

(2)  道路交通情報の充実に資する機器の整備等 

道路利用者に対し、必要な道路交通情報を提供することにより、安全かつ円滑な道路

交通を確保するため、光ビーコン、交通監視用カメラ、車両感知器等の整備による情報

収集・提供体制の充実を図ります。 

（警察本部交通規制課） 

 

(3) 自動運転の実用化に資する交通環境の構築 

自動運転の実用化に資する交通環境の構築のため、交通情報収集・交通情報収集提供

装置等の交通管制及び信号機の情報化に資する事業を推進します。 

（警察本部交通規制課） 

 

(4) 分かりやすい道路交通環境の確保 

時間別・車種別等の交通規制の実効を図るための視認性に優れた高輝度化標識等の整

備を推進し、英語併記が可能な規制標識の整備の推進等により、国際化の進展への対応

に努めます。 

また、主要な幹線道路の交差点及び交差点付近においてルート番号等を用いた案内標

識の設置等を行うことにより、系統的で誰にも分かりやすい案内標識の整備を推進しま

す。 

（関東地方整備局大宮国道事務所、北首都国道事務所、県道路環境課、警察本部交通規制課） 

【事業主体】 県道路環境課 

事業内容 事業規模 事業費（千円） 

道路安全施設費【再掲】 県内全域 4,811,653 
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14 その他の道路交通環境の整備 

(1) 道路占用及び道路使用の適正化 

ア 道路占用許可の適正化 

工作物の設置、工事等のための道路の使用及び占用の許可に当たっては、道路の構造

を保全し、安全かつ円滑な道路交通を確保するために適正な運用を行うとともに、許可

条件の順守、占用物件等の維持管理の適正化について指導します。 

（関東地方整備局大宮国道事務所、北首都国道事務所、県道路環境課） 

 

イ 不法占用物件の排除等 

道路交通に支障を与える不法占用物件等については、実態把握、強力な指導取締りに

よりその排除を行い、特に市街地について重点的にその是正を実施します。 

（警察本部交通指導課） 

 

ウ 道路の掘り返しの規制等 

道路の掘り返しを伴う占用工事については、無秩序な掘り返しと工事に伴う事故・渋

滞を防止するため、施工時期や施工方法を調整します。 

（県道路環境課） 

 

エ 埼玉県交通安全活動推進センターに対する指導強化 

道路における危険の防止及び交通の安全と円滑を図るため、道路使用許可に関する調

査等の埼玉県交通安全活動推進センターが行う事務について指導、監督を強化し、道路

使用の適正化を図ります。 

                            （警察本部交通規制課） 

 

(2) 休憩施設等の整備の推進 

過労運転に伴う事故を防止するため、関係機関と連携して「道の駅」等の休憩施設の

整備を推進します。 

（関東地方整備局大宮国道事務所、県道路環境課） 

 

 

【事業主体】 警察本部交通規制課 

事業内容 事業費（千円） 

道路使用許可条件に関する履行確認の委託業務等 61,302 
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(3) こどもの遊び場等の確保 

こどもの遊び場の不足を解消し、路上遊戯等による交通事故を防止するとともに、都

市における良好な生活環境づくり等を図るため、社会資本整備重点計画等に基づき、都

市公園等の整備を推進します。 

さらに、繁華街、小住宅集合地域、交通頻繁地域等、こどもの遊び場等の環境に恵まれ

ない地域またはこれに近接する地域に、優先的に、主として幼児及び小学校低学年児童

を対象とした児童館及び児童遊園を設置するとともに、公立の小学校、中学校及び高等

学校の校庭及び体育施設、社会福祉施設の園庭等の開放の促進を図ります。 

（県公園スタジアム課、教育局保健体育課） 

 

ア 公園等施設整備 

緑豊かな安らぎのある都市環境づくりを促進し、児童を交通事故から守る安全な遊び

場を確保します。 

（県公園スタジアム課） 

【事業主体】 県公園スタジアム課 

事業内容 事業規模 事業費（千円） 

都市公園の整備 １箇所 300,000(150,000) 

※ 事業費は、公園建設のための施設整備費の総額。 

 

イ 県立学校体育施設開放事業 

県立学校体育館施設の開放を推進し、スポーツを行う場を確保します。 

（教育局保健体育課） 

【事業主体】 教育局保健体育課 

事業規模 事業費（千円） 

166 校開放 9,722 

 

(4) 道路法に基づく通行の禁止又は制限 

道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路の破損、欠壊又は異常気

象等により交通が危険であると認められる場合及び道路に関する工事のためやむを得な

いと認められる場合には、道路法（昭和 27年法律第 180 号）に基づき、迅速かつ的確に

通行の禁止又は制限を行います。 

また、危険物を積載する車両のトンネル等の通行の禁止又は制限及び道路との関係に

おいて必要とされる車両の寸法、重量等の最高限度を超える車両の通行の禁止又は制限
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に対する違反を防止するため、指導取締りの推進を図ります。 

（関東地方整備局大宮国道事務所、北首都国道事務所、県道路環境課） 

 

(5) 道路法非適用道路に係る交通安全施設の整備 

ア 水と緑に親しむみち管理事業 

緑のヘルシーロードを見沼代用水路沿いに、水と緑のふれあいロードを騎西領・中島

用水路沿いにそれぞれサイクリング、ジョギング、散策等多目的に利用できる道路とし

て整備し、多くの県民に利用されています。これらの利用者の安全な通行を図るために

道路補修、安全施設及び標識等の設置等維持管理を行います。 

                              （県農村整備課） 

【事業主体】 県農村整備課 

事業内容 事業規模 事業費（千円） 

道路補修、安全施設の設置等 ２路線 79,507 

 

イ 農道整備事業 

農産物、生産資材の輸送を主体とする基幹的農道に架かる橋梁について、地震発生時

の安全確保と機能維持のため、耐震補強を実施します。併せて、老朽化した安全施設等

の修繕を行い、農村環境の整備改善を図ります。 

                              （県農村整備課） 

【事業主体】 県農村整備課 

事業内容 事業規模 事業費（千円） 

橋梁補修実施設計 道路保全１路線 10,500（5,000） 

 

ウ 県営森林管理道事業 

森林管理道の安全な通行を推進するため、防護柵等を設置します。 

                              （県森づくり課） 

【事業主体】 県森づくり課 

事業内容 事業費（千円） 

防護柵等の設置 14,501 
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(6) 交通公害の防止  

ア エコドライブの普及啓発等 

大気環境の改善と地球温暖化防止を図るため、自動車使用削減による地球温暖化対策

とエコドライブの普及啓発を推進します。  

（関東運輸局埼玉運輸支局、県大気環境課） 

【事業主体】 県大気環境課 

事業内容 事業規模 事業費（千円） 

講習会の実施等 21 回 2,354 

 

イ ディーゼル車運行規制等の徹底 

ディーゼル車運行規制やアイドリング・ストップの徹底を図ります。 

                              （県大気環境課） 

【事業主体】 県大気環境課 

事業内容 事業規模 事業費（千円） 

運行車両検査等 8 回 4,454 
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 第２章 交通安全思想の普及徹底 

１ 段階的かつ体系的な交通安全教育の徹底 

(1) 幼児に対する交通安全教育 

ア 幼稚園、保育所等関係機関・団体との協力による交通安全教育 

幼児に対する交通安全教育は、心身の発達段階や地域の実情に応じて、基本的な交通

ルールを守り、正しい交通マナーを実践する態度を習得させるとともに、日常生活にお

いて安全に道路を通行するために必要な基本的な技能及び知識を習得させることを目標

とします。 

また、幼稚園、保育所及び認定こども園等においては、家庭や地域、関係機関・団体と

連携、協力を図りながら、保育中の事故防止及び安全対策の一環として計画的かつ継続

的な交通安全教育を行うとともに、日常の教育・保育活動のあらゆる場面をとらえて交

通安全教育を推進します。 

これらを効果的に実施するため、教職員の指導力の向上を図るとともに交通ボランテ

ィアによる通園時の安全な通行の指導等を実施します。 

（県学事課、防犯・交通安全課、こども支援課、教育局保健体育課、警察本部交通総務課） 

 

イ 新入学園児の交通事故防止運動 

交通ルールに不慣れな新入学園児を交通事故から守るため、新入学園児を対象とした

交通事故防止運動を実施します。 

（警察本部交通総務課） 

 

(2) 小学生に対する交通安全教育 

小学生に対する交通安全教育は、心身の発達段階や地域の実情に応じて歩行者及び自

転車の利用者として必要な技能と知識を習得させるとともに、道路及び交通の状況に応

じて、安全に道路を通行するために、道路交通における危険を予測し、これを回避して

安全に通行する意識及び能力を高めることを目標とします。 

小学校においては、家庭及び関係機関・団体等と連携・協力を図りながら、体育、道

徳、総合的な学習の時間、特別活動など学校の教育活動全体を通じて、安全な歩行の仕

方、自転車の安全な利用、乗り物の安全な利用、危険の予測と回避、交通ルールの意味

及び必要性等について重点的に交通安全教育を実施します。 

このため、自転車の安全な利用等も含め、安全な通学のための教育教材等を作成・配

布するとともに、交通事故発生時の加害者の責任について教育する等交通安全教室を一
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層推進するほか、教員等を対象とした心肺蘇生法の実技講習会等を実施します。 

（県学事課、防犯・交通安全課、教育局保健体育課、警察本部交通総務課） 

 

ア 参加・体験・実践型の交通安全教育 

児童は、心身の発達が目覚ましく、発達の段階に応じて、学年毎に、模擬信号機等を活

用して、歩行者としての安全な通行方法、自転車の正しい乗り方等について重点的に指

導するとともに、こども自転車運転免許制度の推進など、体験的・実践的な交通安全教

育を実施します。 

（教育局保健体育課、警察本部交通総務課） 

 

イ 交通ボランティアによる通学時の安全な通行の指導 

交通ボランティアによる街頭における立哨活動等を通じて、登下校時などの児童に対

して交通安全指導を実施します。 

（県防犯・交通安全課） 

 

(3) 中学生に対する交通安全教育 

中学生に対する交通安全教育は、日常生活における交通安全に必要な事柄、特に、自

転車で安全に道路を通行するために、必要な技能と知識を十分に習得させるとともに、

道路を通行する場合は、思いやりをもって、自己の安全ばかりでなく、他の人々の安全

にも配慮できるようにすることを目標とします。 

中学校においては、家庭及び関係機関・団体等と連携・協力を図りながら、保健体育、

道徳、総合的な学習の時間、特別活動など学校の教育活動全体を通じて、安全な歩行の

仕方、自転車の安全な利用、自動車等の特性、危険の予測と回避、標識等の意味、自転車

事故における加害者の責任、応急手当等について重点的に交通安全教育を実施します。 

このため、自転車の安全な利用等も含め、安全な通学のための教育教材等を作成・配

布するとともに、交通安全教室を一層推進するほか、教員等を対象とした心肺蘇生法の

実技講習会等を実施します。 

（県学事課、防犯・交通安全課、教育局保健体育課、警察本部交通総務課） 

 

ア 自転車マナーアップ推進校等の指定 

自転車マナーアップ推進校等として各警察署管内の中学校を１校以上指定し、指定さ

れた学校の生徒の自主的な交通安全活動や学校ぐるみで行う自転車事故防止活動の推進

を図っていくことで、交通安全意識の高揚を図ります。 
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（教育局保健体育課、警察本部交通総務課） 

【事業主体】 警察本部交通総務課 

事業規模 事業費（千円） 

39 校（各警察署１校以上） ８（中・高合算） 

 

イ 交通ボランティアによる通学時の安全な通行の指導 

交通ボランティアによる街頭における立哨活動等を通じて、登下校時などの生徒に対

して交通安全指導を実施します。              

 （県防犯・交通安全課） 

 

(4) 高校生に対する交通安全教育 

高校生に対する交通安全教育は、日常生活における交通安全に必要な事柄、特に、二

輪車の運転者及び自転車の利用者として安全に道路を通行するために、必要な技能と知

識を十分に習得させるとともに、交通社会の一員として交通ルールを遵守し、自他の生

命を尊重する等責任をもって行動することができるような健全な社会人を育成すること

を目標とします。 

高等学校においては、家庭及び関係機関・団体等と連携・協力を図りながら、保健体育

科、総合的な探究の時間、特別活動等の教育活動全体を通じて、自転車の安全な利用、

二輪車・自動車の特性、危険の予測と回避、運転者の責任、応急手当等についてさらに

理解を深めるとともに、生徒の多くが、近い将来、普通免許等を取得することが予想さ

れることから、免許取得前の教育としての性格を重視した交通安全教育を行います。 

特に、二輪車・自動車の安全に関する指導については、生徒の実態や地域の実情に応

じて、安全運転を推進する機関・団体や PTA 等と連携しながら、安全運転に関する意識

の向上及び実技指導等を含む実践的な交通安全教育の充実を図ります。 

（県学事課、防犯・交通安全課、教育局保健体育課、生徒指導課、警察本部交通総務課） 

 

ア 埼玉県高校生自転車安全教育プログラム 

(ｱ) 埼玉県高校１年生自転車安全運転講習会 

自転車事故死傷者数が最多となる高校１年生を対象に、各実施校の教職員等が指導

者となる自転車安全運転講習会を実施することで、高校生の自転車事故防止を図りま

す。    

（教育局保健体育課、警察本部交通総務課） 
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 (ｲ) 自転車安全運転推進講習会の開催 

高校生の自転車交通事故の防止を推進するため、推進講習を受講した高校生自らが

講師役となり、自校生徒に対して自転車運転に関するマナーアップのための講習会を

実施するほか、各学校の自転車安全利用指導員の活用により、高校生の交通安全意識

の向上を図ります。 

                           （教育局保健体育課） 

【事業主体】 教育局保健体育課 

事業規模 事業費（千円） 

地区別講習会（137 校） 3,140 

 

イ 自転車マナーアップ推進校等の指定 

自転車マナーアップ推進校等として各警察署管内の高等学校を１校以上指定し、指定

された学校の生徒の自主的な交通安全活動や学校ぐるみで行う自転車事故防止活動の推

進を図っていくことで、交通安全意識の高揚を図ります。 

（警察本部交通総務課、教育局保健体育課） 

【事業主体】 警察本部交通総務課 

事業規模 事業費（千円） 

39 校（各警察署１校以上） ８（中・高合算） 

 

ウ 自動二輪車等の交通安全講習 

自動二輪車等の運転免許を所有している高校生及び運転免許を取得しようとする高校

生に対し、交通安全意識を啓発し、交通社会の一員となる自覚や資質向上を図り、必要

な知識及び技能を取得させるため、交通安全講習を実施します。 

（県防犯・交通安全課、教育局保健体育課、警察本部交通総務課、交通機動隊） 

 

エ 仮免許等の受験資格にかかる年齢要件引き下げについて 

令和８年４月から、高校卒業時の運転免許取得者が急増することに対応するとともに、

高校卒業後に社会人として自動車を運転できることを可能とするため、17 歳６か月での

普通免許等の仮免許取得が可能となります。こうした制度改正について、周知を図ると

ともに、運転免許の取得自体は引き続き 18 歳であることから、仮運転免許期間中の違法

な運転や交通事故を防止するため、警察と学校、自動車教習所、関係機関が連携し、交

通安全教育を行います。 

（教育局生徒指導課、警察本部交通総務課） 
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(5) 成人等に対する交通安全教育 

ア 若者に対する交通安全教育 

若者に対する交通安全教育は、若者の交通事故実態、交通事故加害者としての実態の

周知に重点を置き、自己の運転技量に対する正確な認識及び社会的責任を自覚させ、運

転者としての交通安全意識を高め、著しい速度超過、飲酒運転など悪質・危険な運転の

防止を図ります。 

また、若者の特性と興味に十分配慮し、若者が積極的に参加・理解しやすい効果的な

交通安全教育を推進するため、関係機関・団体とともに、自転車、二輪車及び四輪車の

運転実技教育など、参加・体験・実践型の交通安全教育を推進します。 

併せて特定小型原動機付自転車やペダル付き電動バイク（モペット）の新しいモビリ

ティに対する交通ルールや交通マナーについて、交通安全教育や広報啓発活動を推進し

ます。 

このほか、運転免許を取らない若者の増加に鑑み、運転免許を持たない若者や成人が

交通安全について学ぶ機会を設けるよう努めます。 

（県防犯・交通安全課、警察本部交通総務課） 

 

イ 成人に対する交通安全教育 

成人に対する交通安全教育は、自動車等の安全運転の確保の観点から、免許取得時及

び免許取得後の運転者教育を中心として行います。免許取得時の教育は、自動車教習所

における教習が中心となることから、教習水準のより一層の向上に努めます。 

また、免許取得後の運転者教育は、運転者としての社会的責任の自覚、安全運転に必

要な知識、技術、特に危険予測・回避能力の向上、さらに、交通事故を起こした際の対応

要領や交通事故被害者の心情など交通事故の悲惨さに対する理解、交通安全意識・正し

い交通マナーの向上に努めます。 

これらは公安委員会が実施する各種講習、自動車教習所等が受講者の特性に応じて実

施する運転者教育及び事業者の安全運転管理の一環として安全運転管理者、運行管理者

等が実施する交通安全教育を中心に行います。 

このほか、学級・講座等を通じ、自転車の安全利用に係る交通安全教育についても促

進を図ります。 

（県防犯・交通安全課、警察本部交通総務課） 

 

(ｱ) 運転者に対する交通安全教育  

社会的責任を自覚した運転者を育成するため、地域、職場における講習会の開催や
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関係機関・団体の諸活動を通じての運転者教育を積極的に実施します。 

（県防犯・交通安全課、警察本部交通総務課） 

 

(ｲ) 雇用者等に対する交通安全教育の推進 

職場における交通安全教育の中で、雇用者等が従業員に行うものが効果的であるこ

とから、安全運転管理者等に対する法定講習のほか、交通安全推進事業所協会等関係

団体が行う講習会活動に対し必要な助言と支援を行います。 

また、自転車を利用した宅配サービス等の利用が浸透する中、自転車配達員等に対

する交通安全教育を行うことが必要であることから、関係事業者等に対する交通安全

対策の働き掛けや、交通安全講習会への助言や支援を行います。 

（警察本部交通総務課） 

(ｳ) 歩行者・自転車利用者に対する交通安全教育の推進 

交通社会の一員として、当然守るべきルールの周知を図るため、関係機関・団体と

連携して交通安全教育や街頭活動を通じて安全指導を積極的に実施します。 

また、被害軽減対策として、自転車用ヘルメットの着用促進及び夜間における視認

性向上を目的とした反射材の着用促進を図ります。 

（県防犯・交通安全課、警察本部交通総務課） 

 

(6) 高齢者に対する交通安全教育 

ア お達者訪問大作戦（高齢者世帯訪問事業） 

民生委員及び交通安全母の会会員が高齢者世帯を訪問し、交通安全についての啓発活

動を実施します。 

                           （県防犯・交通安全課） 

【事業主体】 県防犯・交通安全課 

事業規模 事業費（千円） 

約 90 万世帯 630 

 

イ 公民館の講座等における交通安全教室の開催 

公民館の講座等における交通安全教室の積極的な開催を促し、高齢者の交通安全意識

の高揚を図ります。 

（県防犯・交通安全課） 
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ウ 老人福祉センター及び地域包括支援センター等における交通安全アドバイ 

 ス制度 

高齢者の交通事故を防止するため、施設を利用する高齢者に対して施設職員等がワン

ポイントアドバイスを実施し、機会を捉えた交通安全意識の啓発を図ります。 

（県防犯・交通安全課、高齢者福祉課、地域包括ケア課、警察本部交通総務課） 

 

エ 高齢者に配意した運転者対策の推進 

高齢者が被害に遭う交通事故の発生自体の周知、高齢者の行動の特性の理解など、高

齢者に配意した運転意識の普及を図るとともに、高齢者をいたわる安全運転への自主的

な気運と思いやりのあるドライバーを醸成する対策を推進します。 

（警察本部交通総務課） 

 

オ 高齢者自転車安全講習制度による交通安全教育の推進 

65 歳以上の高齢者を対象とした自転車に関する講習（安全教育、学科試験）を実施し、

講習修了者に「高齢者自転車安全講習修了証」を交付します。 

                           （警察本部交通総務課） 

 

(7) 高齢運転者に対する交通安全教育 

ア 高齢者の特性に応じた交通安全意識の高揚 

道路横断中の死亡事故や自動車運転中の操作ミスによる事故の防止を図るため、高齢

者が交通事故の加害者になる可能性があるという観点に基づき、身体機能や認知機能の

低下を認識させるなど、安全運転への意識を高めることを目的とした啓発活動を実施し

ます。 

（県防犯・交通安全課） 

【事業主体】 県防犯・交通安全課 

事業内容 事業費（千円） 

高齢者を対象とした交通安全教育・啓発 610 

 

イ 高齢運転者の運転免許自主返納支援体制の強化 

市町村や地域包括支援センター等で受けた運転免許自主返納に関する相談について、

自主返納支援コーディネーターによる助言や個別支援を行います。また、返納後の支援

に関する情報を共有するなどのサポートを行うことで、自主返納の促進を図り、高齢運

転者が原因となる交通事故の減少を目指します。 
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                           （県防犯・交通安全課） 

 

ウ 交通事故を繰り返した高齢運転者に対する交通安全教育の実施 

一定期間内に複数回、交通事故を惹起させた高齢者に対して、戸別訪問等を行い、当

該事故の状況、対象者の運転特性等を踏まえた交通安全教育等を推進します。 

（警察本部交通総務課） 

 

エ 高齢者講習センターにおける体験型機器を活用した交通安全教育の実施 

令和６年５月開設の高齢者講習センターに体験型機器を導入し、高齢者の事故の割合

が多い歩行中及び自転車乗用中の交通事故を防止するため、記憶に定着し易い体験型機

器を活用し、交通ルールや正しい横断方法、自転車乗用中の注意点などを学べる交通安

全教育等を推進します。                  （県防犯・交通安全課） 

【事業主体】 県防犯・交通安全課 

事業内容 事業費（千円） 

埼玉県交通安全体験学習施設における交通安全

教育の実施 
18,098 

 

(8) 高齢者保護ネットワークの推進 

「声掛け」により注意を喚起する活動を促進するとともに、交通事故に遭う危険性の

高い認知症高齢者等、援護を必要とする高齢者を交通事故から守るため、行政機関、交

通関係団体、タクシー・バス事業者等において、このような高齢者を発見した場合の通

報協力体制を確立するなど、高齢者保護のネットワーク化を促進します。 

また、加齢による身体機能の変化を理解させるため、医療機関と連携した取組を進め

ます。 

（県防犯・交通安全課、警察本部交通総務課） 

 

(9) 障害者に対する交通安全教育 

障害者に対しては、交通安全のために必要な技能及び知識の習得のため、字幕入りビ

デオの活用等に努めるとともに、参加・体験・実践型の交通安全教育を重視し、地域に

おける福祉活動の場を利用するなどして、障害の種類や程度に応じ、きめ細かい交通安

全教育を推進します。 

（県防犯・交通安全課、障害者福祉推進課、警察本部交通総務課） 
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(10) 外国人に対する交通安全教育等 

ア 外国人に対する交通安全講習会の実施 

国際化の進展により、本県に居住・就業する外国人の増加が続く中、日本の交通事故

実態、交通ルール等を多言語のパンフレット等を活用して紹介し、また、在留外国人に

対する外国人コミュニティや日本語学校等における交通安全教育、外国人を雇用する事

業者等による外国人運転者への交通安全教育を実施することにより、外国人が日本の交

通社会に十分適応できるよう、必要な交通安全知識の普及啓発を図ります。 

外国人に対する交通安全教育に当たっては、自動車の左側通行、赤信号での右左折禁

止、一時停止標識等、自国の交通ルール等との違いを踏まえ、日本の交通ルール等の理

解・徹底を図ります。 

 また、訪日外国人を始めとする外国人の交通ルールの遵守を図るため、レンタカー事

業者、シェアサイクル事業者、特定小型原動機付自転車のシェアリング事業者等と連携

した多言語対応の広報啓発を推進します。 

 外国人の居住実態等を踏まえ、日本の運転免許取得時に係る運転免許学科試験等の多

言語化を推進します。 

さらに、運転免許技能試験合格者に対しては、合格発表の機会に、安全運転に必要な

知識として、交通事故情勢や交通事故発生要因等を説明したうえで、免許取得者に対す

る交通安全意識の高揚を図ります。 

加えて、外国人の交通安全意識を醸成するため、地域の交通安全活動に、外国人コミ

ュニティや居住する外国人の参加を促し、その取組を支援する活動を推進します。 

（県防犯・交通安全課、警察本部交通総務課） 

 

イ 外国人交通安全アドバイザーの運用 

日本の交通ルールやマナーに関する知識を持ち、外国語の会話能力を有し外国事情に

も精通した外国人交通安全アドバイザーを委嘱し、警察官とともに外国人に対する交通

安全教育を実施することにより、外国人が母国との交通ルールの違いや交通安全に対す

る考え方の違いを理解し、日本の交通社会に十分適応できるために必要な交通安全知識

の普及を図ります。 

（警察本部交通総務課） 

【事業主体】 警察本部交通総務課 

事業内容 事業費（千円） 

埼玉県警察外国人交通安全アドバイザー関係 298 
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ウ 外国人の運転免許切替えにおける適切な対応 

令和７年 10 月１日から、外国免許を保有する者の運転免許試験の一部免除（外国免許

切替制度）における取扱い及び外国人の運転免許更新時等の住所確認が厳格化されたこ

とから、これら手続の円滑かつ適切な運用を図ります。 

（警察本部運転免許試験課） 

 

エ 外国語による学科試験の適切な運用 

外国語 20言語（英語、中国語、ポルトガル語、ベトナム語、アラビア語、インドネシ

ア語、ウクライナ語、ウルドゥー語、韓国語、クメール語、シンハラ語、スペイン語、タ

イ語、タガログ語、ネパール語、ヒンディー語、ペルシャ語、ミャンマー語、モンゴル

語、ロシア語）により、学科試験の適切な運用を図ります。 

 （警察本部運転免許試験課） 

 

オ 外国人向け生活ガイドによる情報提供 

「埼玉県外国人の生活ガイド」（日本語・やさしい日本語（ふりがなつき）のほか、英

語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、韓国・朝鮮語、タガログ語、ベトナム語、タイ

語、ネパール語、インドネシア語）の中で、交通ルール、交通事故が発生した場合の対処

の仕方や、交通事故相談の情報提供を行います。 

このガイドは埼玉県ホームページに掲載し、市町村等に周知します。 

                                （県国際課） 

【事業主体】 県国際課 

事業内容 事業規模 事業費（千円） 

外国人向け生活ガイドの作成・翻訳 

11 言語（日本語・やさ

しい日本語（ふりがな

つき）含む 

1,452 

 

２ 効果的な交通安全教育の推進 

ア 学校安全教育指導者研修会の開催 

学校安全教育指導者研修会を開催し、各学校における児童生徒の生活を取り巻く生活

安全及び交通安全等に関する研修を行い、もって教員の指導力を高め、交通安全指導の

徹底を図ります。 

（県防犯・交通安全課、教育局保健体育課、警察本部交通総務課） 
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【事業主体】 教育局保健体育課 

事業規模 事業費（千円） 

１回 184 

 

イ 交通安全まなび隊活動推進事業 

様々な特技や教養をもつ交通安全ボランティアを育成して、交通安全教育を幅広く各

年齢層にまで広めていきます。特に、高齢者に対しては、加齢に伴う身体機能の変化を

把握させるメニューを取り入れながら参加・体験・実践型の交通安全教育を実施し、交

通安全意識の高揚を図ります。 

                           （県防犯・交通安全課） 

【事業主体】 県防犯・交通安全課 

事業内容 事業費（千円） 

県民ボランティアの育成 75 

 

ウ 県政出前講座 

県民の方からの要請により、中学生や高校生には、自転車の安全利用を中心とした安

全教育、高齢者には認知・身体機能の低下の影響についての安全教育や自主返納制度に

ついての説明、企業で実施する場合は事業に応じた車両の死角や特性、危険予測等の安

全教育など、受講者の要望に合わせた効果的な安全教育を推進します。  

（県防犯・交通安全課） 

 

エ 長寿社会シルバーリーダー活用制度 

高齢者を交通安全指導者（シルバーリーダー）として委嘱し、地域での交通安全活動

を実施してもらい、高齢者を交通事故から守る意識の高揚を図ります。 

（県防犯・交通安全課） 

 

オ 交通安全教育車の活用 

県民ニーズに応える交通安全教育を推進するため、個別の要請に対する派遣型の教育

を実施するなど、交通安全教育車を積極的に活用します。   

（警察本部交通総務課） 
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３ 自転車の安全利用の推進 

(1)  自転車安全利用に向けた交通ルールの周知   

ア 自転車安全利用五則を活用した交通ルールの周知  

(ｱ) 自転車安全利用五則を活用した交通ルールの周知 

「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」に基づき、自転車の基本的な交

通ルールである「自転車安全利用五則」を活用し、街頭での指導取締り、キャンペー

ン、広報啓発活動等、あらゆる機会を通じて、自転車の交通ルールの周知に努めます。 

※自転車安全利用五則(令和４年 11 月１日中央交通安全対策会議交通対策本部決定) 

１ 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先 

２ 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認 

３ 夜間はライトを点灯 

４ 飲酒運転は禁止 

５ ヘルメットを着用 

（県防犯・交通安全課、教育局保健体育課、警察本部交通総務課） 

 

(ｲ) 自転車の交通マナー向上 

関係機関・団体と連携し、自転車の安全利用と自転車用ヘルメットの着用促進を重

点とした広報啓発活動を推進するとともに、「自転車マナーアップ推進校の指定」、「サ

イクルマナーアップ＆セーフティ推進企業制度」等を通じ、自転車の交通マナーの向

上を図ります。       

（県防犯・交通安全課、教育局保健体育課、警察本部交通総務課） 

 

(ｳ) 自転車安全利用指導員活動推進事業 

交通安全に関する講話、テキスト配布による研修を年に 1回以上実施します。また、

ボランティア保険の加入、啓発品の提供等の活動支援を行い、自転車安全利用指導員

による啓発活動の推進を図ります。 

（県防犯・交通安全課） 

【事業主体】 県防犯・交通安全課 

事業内容 事業費（千円） 

研修会の実施及びテキスト・啓発品の作成等 2,757 

 

イ ながらスマホ、酒気帯び運転の罰則強化 

令和６年 11 月に施行された、自転車の「ながらスマホ」の罰則強化、酒気帯び運転の
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罰則対象化に関する広報啓発を推進します。 

（県防犯・交通安全課、教育局保健体育課、警察本部交通総務課） 

 

ウ 自転車の交通反則通告制度（青切符） 

令和８年４月から交通反則通告制度（いわゆる「青切符」）が施行されたことを踏まえ、

交通事故防止のための基本的な交通ルールの理解等を徹底する取組を推進します。 

（県防犯・交通安全課、教育局保健体育課、警察本部交通総務課） 

 

エ 九都県市合同による自転車安全利用対策 

自転車の交通ルールの遵守とマナー向上を図るため、九都県市の共通課題である自転

車安全利用対策に九都県市で取り組むことにより、県下市町村での取組を促進します。 

※ 九都県市：埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・横浜市・川崎市・千葉市・さいたま市・相模原市 

                           （県防犯・交通安全課） 

【事業主体】 県防犯・交通安全課 

事業内容 事業費（千円） 

チラシ等の配布 575 

 

オ 高齢者自転車安全講習制度推進事業 

65 歳以上の高齢者を対象とした自転車に関する講習（安全教育、学科試験）を実施し、

講習修了者に「高齢者自転車安全講習修了証」を交付します。【再掲】 

                           （警察本部交通総務課） 

 

(2) 自転車運転者講習制度の適切な運用 

自転車運転者講習制度を適切に運用し、自転車利用者の遵法意識を醸成します。 

（警察本部交通総務課） 

 

(3) 自転車用ヘルメットの普及促進 

全ての自転車利用者に対する乗車用ヘルメット着用の努力義務化を内容とする道路交

通法の一部を改正する法律（令和４年法律第 32 号）の施行を踏まえ改めて示された「自

転車安全利用五則」（令和４年 11 月１日 中央交通安全対策会議交通対策本部決定）を

活用するなど、ヘルメット着用による被害軽減効果についての理解促進のため、キャン

ペーン等による自転車用ヘルメットの配布、交通安全教育や各種広報媒体の活用による

効果の周知のほか、「かぶる・ひろがる・命を守る みんなでカチッと‼プロジェクト」の
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参加団体を募集するなど、自転車用ヘルメット普及の広報啓発活動等を実施し、頭部負

傷事故の防止及び被害軽減を図り、自転車乗用中の死亡事故を抑止します。 

また、自転車乗車時の頭部保護の重要性や、全ての年齢層の自転車利用者に対する「SG」

や「JCF」などのマークが付いた安全基準に適合する乗車用ヘルメット着用を始めとした

交通ルール・マナーについて広報啓発、交通安全教育等の充実を図ります。 

（県防犯・交通安全課、教育局保健体育課、警察本部交通総務課） 

 

(4) こども自転車運転免許制度の活用 

県下 39 警察署において、小学４年生を中心とした自転車に関する講習（安全講習、学

科試験、実技試験）を実施し、学科及び実技試験で基準点以上を取得した者に「こども

自転車運転免許証」を交付します。 

（教育局保健体育課、警察本部交通総務課） 

 

(5) 幼児二人同乗用自転車の普及促進 

幼児を同乗させる場合において安全性に優れた幼児二人同乗用自転車の普及を促進し

ます。 

具体的には、自転車に同乗する幼児の安全を確保するため、保護者に対して幼児の同

乗が運転操作に与える影響等を体感できる参加・体験・実践型の交通安全教育を実施す

るほか、シートベルトを備えている幼児用座席に幼児を乗せるときは、シートベルトを

着用させるよう広報啓発活動を推進します。 

また、幼児二人同乗用自転車を利用する際は、こどもだけではなく、保護者にも自転

車用ヘルメットを着用するよう交通安全教育や広報啓発活動を推進します。 

（県防犯・交通安全課、警察本部交通総務課） 

 

(6) 自転車の安全性の確保  

近年、駆動補助機付自転車（電動アシスト自転車）の基準を満たさず、運転免許を要す

る一般原動機付自転車等に該当する車両を駆動補助機付自転車（電動アシスト自転車）

として、安易に販売する事業者が見られ、自転車の安全な利用を確保し、自転車事故の

防止を図るため、駆動補助機付自転車（電動アシスト自転車）及び普通自転車の型式認

定制度を周知し、適切な運用を推進します。 

また、自転車の安全性を確保するため、関係団体が実施している自転車の安全性向上

を目的とする各種マーク制度（BAA マーク、TS マーク、SG マーク、JIS マーク等）の

普及に努め、自転車利用者が定期的に点検整備や正しい利用方法等の指導を受ける気運
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を醸成します。 

さらに、薄暮の時間帯から夜間における自転車事故を防止するため、灯火点灯の徹底

と反射材用品等の取付けの促進により、自転車の被視認性の向上を図ります。 

（関東経済産業局、県防犯・交通安全課、警察本部交通総務課） 

 

４ 歩行者優先と正しい横断の徹底 

信号機のない横断歩道での死亡事故では、自動車の横断歩道手前での減速が不十分な

ものが多いことから、運転者に対して横断歩道手前での減速義務や横断歩道における歩

行者優先義務を再認識させるため、交通安全教育や交通指導取締り等を推進します。 

また、歩行者に対しては、横断歩道を渡ること、信号機のあるところではその信号に

従うといった交通ルールの周知を図ります。 

さらに、運転者に対してハンドサイン等、横断する意思を明確に伝え、安全を確認し

てから横断を始め、横断中も周りに気をつけること等、歩行者が自らの安全を守るため

の交通行動を促す交通安全教育等を推進します。 

そのほか、関係機関・団体と協力した広報啓発活動を推進します。 

加えて、高齢の歩行者は、加齢に伴う歩行速度の低下により横断に時間を要すること

により交通事故の危険性が高まることを踏まえ、横断時の交通事故防止のための交通安

全教育を推進するとともに、運転者に対して、このような高齢者の行動特性について注

意喚起します。 

（県防犯・交通安全課、警察本部交通総務課） 

 

５ 県民総ぐるみの交通安全運動等の推進 

ア 各種交通事故防止運動の推進 

年間を通じた交通安全県民運動を推進するとともに、春及び秋の全国交通安全運動の

ほか、夏季、冬季等交通事故が多発する時期をとらえ、運動の重点目標と対象を明確に

定め、県民がそれぞれの立場に応じて参加できる幅広い運動を、次のとおり強力に推進

します。 

運動の種類 実施期間 

高齢者を交通事故から守る県民運動 

～きらめき ３ Ｈ 運動の推進～ 
令和８年１月１日 ～ 令和８年12月31日 

新入学児童等の交通事故防止 令和８年３月１日 ～ 令和８年４月５日 

飲酒運転根絶強化月間 令和８年11月１日 ～ 令和８年11月30日 

トリプルエイチ 



第２章 交通安全思想の普及徹底 

  50  

春の全国交通安全運動 令和８年４月６日 ～ 令和８年４月15日 

夏の交通事故防止運動 令和８年７月15日  令和８年７月24日 

秋の全国交通安全運動 令和８年９月21日  令和８年９月30日 

冬の交通事故防止運動 令和８年12月１日  令和８年12月14日 

（県防犯・交通安全課、教育局保健体育課、警察本部交通総務課） 

【事業主体】 県防犯・交通安全課、警察本部交通総務課 

事業内容 事業費（千円） 

啓発ポスター作成等 県：2140 県警：1,936 

 

(ｱ) テレビ（テレビ埼玉）による広報 

県政広報番組「いまドキッ！埼玉」による広報を実施します。 

（県広報課） 

 

(ｲ) ラジオ（エフエムナックファイブ）による広報 

県政広報番組「朝情報★埼玉」による広報を実施します。  

（県広報課） 

 

(ｳ) 広報紙による広報 

「彩の国だより」による広報を実施します。           

（県広報課） 

 

(ｴ) ウェブによる広報 

県ホームページ、ＳＮＳ、動画配信による広報を実施します。                     

 （県広報課） 

 

(ｵ) 交通安全メッセージによる広報 

交通安全対策の一層の推進を目的とする知事メッセージを、ボランティア団体である

「交通安全母の会」に寄託するなどし、全 63市町村に伝達します。交通事故が多発して

いる市町村については、埼玉県交通安全母の会連合会の正副会長が各市町村長に知事メ

ッセージを伝達します。 

                           （県防犯・交通安全課） 

(ｶ) マスメディアによる広報の推進 

マスメディアによる広報効果は極めて高いことから、新聞、ラジオ、テレビ等のマス
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メディアを活用し、高齢者や自転車の事故防止等の、県内の交通事故発生状況に即した

具体的で訴求力の高い内容を重点とした交通安全広報を実施します。                          

（警察本部交通総務課） 

 

イ 交通功労者等表彰式の実施 

「交通安全功労者等表彰式（主催：県交通安全対策協議会、県教育委員会、県警察）」

を開催し、交通安全に多大な貢献をした個人・団体や、年間を通じて交通死亡事故がゼ

ロの市町村等を表彰し、交通安全意識のさらなる高揚を図ります。 

（県防犯・交通安全課、教育局保健体育課、警察本部交通総務課） 

 

ウ 事故の発生状況に応じた交通安全活動の推進 

県内で交通死亡事故が多発した場合、知事が非常事態宣言を発令し、県警察や関係機

関と連携して対策を強化します。 

さらに、知事が交通死亡事故の多発している市町村を交通事故防止特別対策地域とし

て指定し、被指定市町村や当該地域を管轄する警察署等と協力して、地域の実情に応じ

た交通事故防止を短期間に集中的に実施します。 

また、県警察においても、当該地域を管轄する警察署を交通事故防止最重点警察署に

指定し、交通事故防止対策を推進します。 

（県防犯・交通安全課、警察本部交通総務課） 

【事業主体】 県防犯・交通安全課 

事業内容 事業費（千円） 

非常事態宣言発令の一斉広報等 1,320 

 

６ その他の交通安全に関する普及啓発活動の推進 

（県防犯・交通安全課、警察本部交通総務課、交通指導課） 

(1)  シートベルト及びチャイルドシートの着用等の徹底 

シートベルト着用及びチャイルドシート使用の効果、正しい着用・使用方法などにつ

いての理解を深め、後部座席を含めた全ての座席におけるシートベルト着用及びチャイ

ルドシートの正しい使用の徹底を図ります。 

このため、チャイルドシートの使用効果及び正しい使用方法について、理解を深める

ための広報啓発・指導を推進し、正しい使用の徹底を図るとともに、地方公共団体、民

間団体等が実施している各種支援制度の活用を通じて、チャイルドシートを利用しやす

い環境づくりを促進します。 
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また、６歳以上であっても、体格等の状況により、シートベルトを適切に着用させる

ことができない場合にはチャイルドシートを使用させることが望ましいこと等について、

広報啓発を強化し、適切なチャイルドシートの使用の定着化を図ります。 

チャイルドシートの使用効果と正しい使用方法について、不適正使用時の致死率は、

適正使用時と比較して格段に高くなることを注意喚起します。 

（県防犯・交通安全課、警察本部交通総務課） 

 

(2) 飲酒運転の根絶 

ア 飲酒運転を許さない社会環境の醸成 

飲酒運転を根絶するため、県、市町村をはじめ交通関係機関・団体のほか、安全運転管

理者、酒類製造・販売業者、酒類提供飲食店等とともに、広報啓発活動を推進し、飲酒運

転に厳しい規範意識の確立を図ります。 

各種交通関係機関・団体や酒類提供業者等を巻き込み、個々の自主的な広報・啓発活

動を積極的に展開するとともに、飲酒運転取締りを強化し、飲酒運転周辺者三罪の捜査

を徹底するなど、県下全域による「飲酒運転根絶運動」を展開することにより、飲酒運

転を許さない社会環境の醸成を図ります。 

そのほか、令和６年 11月に施行された、自転車の酒気帯び運転の罰則対象化に関する

広報啓発を推進します。 

（県防犯・交通安全課、警察本部交通総務課、交通指導課） 

 

イ 飲食店組合等と連携した啓発活動 

県警察、市町村、県交通安全対策協議会、飲食店組合と連携し、飲酒運転根絶に向けた

街頭活動などを行います。 

（県防犯・交通安全課、警察本部交通総務課） 

(3) 「ながらスマホ」対策の推進  

自動車運転中の携帯電話使用等による交通死亡・重傷事故が増加している状況に鑑み、

スマートフォンの画面を注視したり、携帯電話で通話したりしながら運転する、「ながら

スマホ」について、その危険性や交通事故実態等について交通安全教育や交通安全キャ

ンペーンを実施し広報啓発を推進するほか、関係事業者等や、安全運転管理者による教

育の徹底を推進します。 

また、シミュレーター等を用いた「ながらスマホ」の体験等を通じた、その危険性を実

感できる交通安全教育や携帯電話事業者等、関係企業と連携した具体的な危険性の周知

を含めた交通安全キャンペーンを実施するとともに、据置き型のスマートフォンを注視
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することの危険性に関する周知を図ります。 

さらに、令和６年 11 月に施行された、自転車の「ながらスマホ」の罰則強化に関する

広報啓発を推進するほか、交通事故防止のための基本的な交通ルールの理解等を徹底す

る取組を推進します。 

（県防犯・交通安全課、警察本部交通総務課） 

 

(4) 二輪車運転者のプロテクター等被害軽減用品の活用推進  

二輪車乗車中の事故時の被害を軽減するため、ヘルメットの正しい着用とプロテクタ

ーの着用や、頭部と胸部等保護の重要性について周知を図るとともに、関係機関・団体

と連携して、被害軽減用品の活用を推進します。 

（県防犯・交通安全課、警察本部交通総務課） 

  

(5) 夕暮れ時・夜間の交通事故防止対策の推進 

ア 夕暮れ時早めのライト点灯の推進 

夕暮れ時から夜間の時間帯に多発する事故を防止するため、一年を通して、日没前の

時間におけるライト点灯を推進します。普及啓発に当たっては、早めのライト点灯を重

点の１つとする「きらめき ３
トリプル

 Ｈ
エイチ

 運動（※）」による広報・啓発活動を推進します。 

※「早めのライト点灯」「反射材の着用」「歩行者保護」の３つの頭文字「Ｈ」 

（県防犯・交通安全課、警察本部交通総務課） 

 

イ 反射材や自発光式ライト等の普及活動の実施 

薄暮時、夜間の交通事故防止のため、交通安全キャンペーン等において、夜間におけ

る反射材や自発光式ライト等の有効性の周知を図るとともに、明るい目立つ衣類等の着

用に加え、衣服や靴、鞄等の身の回り品への反射材用品の組み込みを推奨するとともに、

適切な反射性能等を有する製品についての情報提供に努めます。 

（県防犯・交通安全課、警察本部交通総務課） 

 

(6) 危険運転の防止等に関する普及啓発活動の推進 

妨害運転（あおり運転）や飲酒運転等の危険運転の要因となる違反行為を根絶するた

めの広報啓発活動や、被害を受けた際の認定にドライブレコーダーが役立ち、かつ被害

抑止にもつながることについて、交通安全教育やイベント等の場を活用するなど、広報

啓発活動に努めます。 

また、覚醒剤、大麻、危険ドラッグ等薬物の乱用防止について、関係団体・関係機関と
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連携・協力して啓発を行うとともに、啓発内容の充実に努めます。 

（県防犯・交通安全課、薬務課、警察本部交通総務課） 

 

(7) 過積載防止対策の推進 
 

県内の国の関係機関、県、県警察及び幹事市町村の 19 機関で構成する「埼玉県過積載

防止対策推進会議」で検討を重ね、ダンプカー等の大型車両の定量積載を定着させ、公

共工事現場からの過積載車両の排除を主眼とした「埼玉県過積載防止対策基本方針」を

定め、諸施策を推進します。 

貨物自動車に係る過積載の防止に関して、各関係機関・団体との情報交換や荷主企業

向けの過積載運行防止の依頼文をホームページ上に掲載します。 

また、「岩石等の採取に係る認可及び指導の基準に関する要綱」に基づき、過積載の禁

止、土砂の飛散防止及び通学時間帯の運搬の自粛などを指導し、安全運転の確保に努め

ます。 

（関東地方整備局大宮国道事務所、北首都国道事務所、関東運輸局埼玉運輸支局、県防犯・交通安全課、建設管理課、環境政策課、警察本部交通総務課） 

 

(8)  新しい小型モビリティの安全対策 

 ア 特定小型原動機付自転車の安全利用の推進 

特定小型原動機付自転車について、時速６キロメートル毎時の速度を超えて加速する

ことができない構造であること等の基準を満たす特例特定小型原動機付自転車が一定の

要件を満たす場合にのみ歩道通行が可能であり、それ以外の場合は歩道通行が禁止され

ていること、車道における左側通行の徹底、車両用信号の遵守と停止線での停止の徹底、

飲酒運転の禁止といった基本的な交通ルールや自己を守るためにヘルメットの着用が効

果的であることについて、関係事業者と連携して利用者に対して周知徹底を図るととも

に、若い世代を中心に様々な機会を利用し、安全教育を強化します。 

また、関係事業者が取り組むべき交通安全対策について定めた「特定小型原動機付自

転車の安全な利用を促進するための関係事業者ガイドライン」に基づく安全対策を推進

します。 

さらに、シェアリング事業者に対して、車体に搭載した GPS 機能等による歩道走行・

逆走等の危険走行の検知等、新たな技術を活用した追加的な対策を講じるよう働き掛け

を強化するなど、交通事故・交通違反の状況等を踏まえた更なる実効的な対策について

検討を進めます。 

（県防犯・交通安全課、警察本部交通総務課） 
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 イ ペダル付き電動バイクの安全対策の推進 

ペダル付き電動バイクについては、駆動補助機付自転車（電動アシスト自転車）では

なく、一般原動機付自転車又は自動車に該当し、道路を通行させるにはナンバープレー

トを取得し、車体に表示しなければいけないほか、その運転には運転免許が必要であり、

乗車用ヘルメットをかぶらなければならないなど、一般原動機付自転車等に適用される

交通ルールを遵守する必要があることについて、関係機関、販売事業者、プラットフォ

ーム提供事業者等と連携して、周知を徹底します。 

また、ペダル付き電動バイクの安全な利用を確保するため、販売事業者が販売時にペ

ダル付き電動バイク等の小型モビリティの車両区分を明示することや飲食物等の配送業

務を委託する事業者において、配達員がペダル付き電動バイク等の小型モビリティを配

送業務に使用しようとする場合に正確な車両区分を登録させること等、「自動車又は一般

原動機付自転車に該当するペダル付き電動バイク及びキックボード様の立ち乗り型電動

車の交通事故を防止するための関係事業者ガイドライン」に基づき、関係事業者が取り

組むべき交通安全対策の一層の推進を図ります。 

（県防犯・交通安全課、警察本部交通総務課） 

 

７ 急速に発展・普及する技術の正しい利用のための情報提供等 

衝突被害軽減ブレーキや自動運転等の先進技術について、ユーザーが過信することな

く使用してもらえるような情報を始め、自動車アセスメント情報、安全装置の有効性、

ドライブレコーダーの普及啓発、自動車の正しい使い方、点検整備の方法、交通事故の

概況等に係る情報を、自動車ディーラーや販売店、関係機関・団体等と連携し、ユーザ

ーに分かりやく周知します。 

（県防犯・交通安全課、警察本部交通総務課） 

 

８ 民間交通安全団体等の主体的活動の促進 

ア 埼玉県交通安全対策協議会の支援 

埼玉県交通安全対策協議会が実施する交通安全対策事業に補助を行います。 

                            （県防犯・交通安全課） 

【事業主体】 県防犯・交通安全課 

事業内容 事業費（千円） 

交通安全対策事業の補助 4,350 
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イ 埼玉県交通安全母の会連合会の支援 

市町村交通安全母の会を構成員とする埼玉県交通安全母の会連合会が行う交通安全対

策事業に補助を行います。 

                           （県防犯・交通安全課） 

【事業主体】 県防犯・交通安全課 

事業内容 事業費（千円） 

母の会連合会の支援 1,530 

 

ウ 一般社団法人埼玉県ダンプカー協会の支援 

一般社団法人埼玉県ダンプカー協会が実施する交通安全指導及び自動車事故防止事業

を支援することにより交通事故の防止を図ります。 

                           （県防犯・交通安全課） 

【事業主体】 県防犯・交通安全課 

事業内容 事業費（千円） 

ダンプカー協会の支援 1,020 

 

エ 埼玉県交通安全協会への指導 

交通事故のない安全で安心な地域社会を実現するため、交通安全こども自転車大会の

開催、機関誌・テレビ放送等の広報啓発、交通功労者等の表彰などの埼玉県交通安全協

会の活動が積極的かつ効果的に推進されるよう、必要な指導・助言を行います。 

                           （警察本部交通総務課） 

 

オ 埼玉県安全運転管理者協会の指導 

交通事故のない安全で平穏な交通社会を実現するため、安全運転管理に関する広報・

啓発・研修・指導、優良事業所等の表彰などの埼玉県安全運転管理者協会の活動が積極

的かつ効果的に推進されるよう、必要な指導・助言を行います。 

                           （警察本部交通総務課） 

 

カ 埼玉県高速道路交通安全協議会の指導 

高速道路における交通安全意識の啓発を図るため、埼玉県高速道路交通安全協議会に

よる広報啓発活動、研修会・講習会の開催等の事業が積極的かつ効果的に推進されるよ

う必要な指導助言を行います。 

                       （警察本部高速道路交通警察隊） 
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キ 地域交通安全活動推進委員の指導 

地域交通安全活動推進委員の活動の基準、任務の遂行、資質の向上のための研修会の

実施等について積極的に指導するとともに、埼玉県地域交通安全活動推進委員協議会連

合会の効果的な運用及び自主的な活動を促進します。 

（警察本部交通総務課） 

 

ク 埼玉県二輪車普及安全協会の指導 

二輪運転者、特に若年運転者の交通安全意識向上を図るため、研修会・講習会の開催

等事業の充実について、積極的に指導します。      

（警察本部交通総務課） 

 

ケ 埼玉県交通安全推進事業所協会の指導 

交通安全意識の普及と高揚を図り、交通事故のない安全で平穏な交通社会を実現する

ため、広報・啓発、研修、交通安全功労者等の表彰などの埼玉県交通安全推進事業所協

会の活動が積極的かつ効果的に推進されるよう、必要な指導・助言を行います。 

（警察本部交通総務課） 

 

コ 埼玉県交通安全活動推進センターの指導 

交通安全や交通事故防止に関する広報・啓発、照会や相談等、道路交通法に定める事

業が積極的かつ適正に運営されるよう必要な指導を行います。 

（警察本部交通総務課） 

 

サ 自動車運転代行業者の指導 

自動車運転代行業者の業務の適正指導のため、事業所への立入検査や遵守事項につい

ての講習会等を実施します。 

（警察本部交通総務課） 

 

シ 埼玉県指定自動車教習所協会の指導 

運転者教習水準の向上を図るため、研修会の開催、調査研究等の事業の充実について、

積極的に指導します。 

（警察本部運転免許課） 

 

ス 埼玉県交通教育協会の指導 
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運転者の資質向上を図るため、運転適性診断の実施、資料の作成等の事業の充実につ

いて、積極的に指導します。 

（警察本部運転免許課） 

 

セ 埼玉県道路使用適正化協会の指導 

道路使用の適正化を図るため、会報の発行、講習会の開催、保安資器材の研究・開発等

の事業の充実について積極的に指導します。          

（警察本部交通規制課） 

 

ソ 埼玉県安全教育研究協議会、埼玉県高等学校安全教育研究会への助成 

安全教育の振興を図るために、小・中及び高等学校の教員により組織されている研究

団体に助成を行い、交通安全教育の普及・徹底を図ります。 

                            （教育局保健体育課） 

【事業主体】 教育局保健体育課 

事業内容 事業費（千円） 

研究団体の助成 320 

 

タ 県民ボランティア「交通安全まなび隊」の活用 

県民ボランティア「交通安全まなび隊」について、市町村や各地域の要請等に基づき

派遣し、参加・体験・実践型の交通安全教育を行います。 

                           （県防犯・交通安全課） 

【事業主体】 県防犯・交通安全課 

事業内容 事業費（千円） 

ボランティアによる交通安全教育 1,050 

 

９ 地域における交通安全活動への参加・協働の推進 

交通安全活動については、県、警察、市町村、学校、関係民間団体、地域社会、企業及

び家庭がそれぞれの特性を活かし、互いに連携を図りながら地域ぐるみの活動を推進し

ます。 

このため、市町村ごとに関係機関・団体等が連携調整する場を設け、緊密な連携によ

る交通安全活動を推進します。 

また、警察、市町村、自動車教習所等が連携し、自動車教習所の「一日開放」等を活用
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した参加・体験・実践型の交通安全活動を推進します。 

                            （警察本部交通総務課） 

【事業主体】 警察本部交通総務課 

事業規模 事業費（千円） 

地域交通安全活動推進委員関係 20,161 
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第３章 安全運転の確保 

１ 運転者教育等の充実 

(1) 運転免許取得希望者に対する教育の充実  

ア 自動車教習所教習の充実 

生涯無事故無違反を目指す運転者を育成するため、初心運転者教育の中核をなす指定

自動車教習所の指導員等の資質の向上方策を推進し、教習水準の向上を図ります。 

                           （警察本部運転免許課） 

【事業主体】 警察本部運転免許課 

事業内容 事業費（千円） 

教習所指導員等に対する法定講習 9,571 

 

イ 応急救護処置講習の実施 

普通免許等を受けようとする者に、安全運転の知識・技能、危険予測運転及び交通事

故現場において負傷者を救護するための応急処置方法等を習得させるため、大型車講習、

中型車講習、普通車講習、準中型車講習、二輪車講習(大型・普通)、旅客車講習(大型・

中型・普通)及び応急救護処置講習を実施する機関との連携を図ります。 

（警察本部運転免許課） 

 

(2) 運転者に対する教育の推進 

ア 高度研修施設における運転者教育の奨励 

安全運転中央研修所における各種の訓練施設を活用した運転者教育を推進するため、

関係機関団体を通じ、自動車の運転に関し高度の技能及び知識を必要とする業務に従事

する者等に対し、安全運転中央研修所への入所について積極的に奨励します。 

（警察本部交通総務課） 

 

イ 自動車安全運転センター業務の支援 

運転者に対する安全運転意識の高揚を図るため、自動車安全運転センターが行う通知

業務（交通違反等により一定の累積点数となった者に対する通知）を支援します。 

                     （警察本部交通総務課、運転管理課） 
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【事業主体】 警察本部交通総務課、運転管理課 

事業内容 事業費（千円） 

通知業務の支援 5,419 

 

ウ 初心者運転者期間制度の充実 

初心運転者に対する教育の充実を図るため、指定講習機関との連携を図ります。 

                           （警察本部運転免許課） 

【事業主体】 警察本部運転免許課 

事業内容 事業費（千円） 

初心運転者の再教育 1,913 

 

エ 取消処分者講習の充実 

運転免許の取消処分を受けた者、若しくは免許が失効したため、取消処分を受けなか

った者が、免許を再取得しようとするときは、取消処分者講習制度による再教育の充実

を図ります。 

                           （警察本部運転免許課） 

【事業主体】 警察本部運転免許課 

事業内容 事業費（千円） 

免許再取得に係る再教育 6,049 

 

オ 停止処分者講習の充実 

自己中心的な運転マナーを矯正し、ルールを正しく実践できる心の醸成を図るなど、

停止処分者講習が効果的に行われるよう講習実施機関との連携を図ります。 

                           （警察本部運転免許課） 

【事業主体】 警察本部運転免許課 

事業内容 事業費（千円） 

停止処分者に対する再教育 125,299 

 

カ 違反者講習の充実 

運転免許の停止処分を課すことなく、教育効果が期待できる者に対する違反者講習が、

効果的に行われるよう講習実施機関との連携を図ります。 

                           （警察本部運転免許課） 
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【事業主体】 警察本部運転免許課 

事業内容 事業費（千円） 

違反者の資質の改善 62,501 

 

キ 運転免許証更新時講習の充実 

安全マインドや危険予知能力の向上を図るため、受講者の態様に応じたきめ細かな講

習を実施します。 

                           （警察本部運転免許課） 

【事業主体】 警察本部運転免許課 

事業内容 事業費（千円） 

運転者の安全意識の向上 570,580 

 

ク 特定任意講習の推進 

安全マインドを継続して保持していく運転者を育成するため、地域、職域及び団体な

どの受講を希望する者を対象とした講習が、視聴覚教材等を活用するなど効果的に行わ

れるよう講習実施機関との連携を図ります。 

                           （警察本部運転免許課） 

【事業主体】 警察本部運転免許課 

事業内容 事業費（千円） 

公安委員会が任意に行う更新時講習と同等の講習 101 

 

ケ 自動二輪車安全運転講習の推進 

二輪免許所持者の交通安全意識及び運転技能の向上を図るため、埼玉県二輪車安全運

転推進委員会が行う二輪車安全運転講習に対し、会場の提供、講習内容の指導、助言等

積極的な協力を行います。 

（警察本部交通総務課、運転免許課、運転免許試験課） 

 

コ 原付講習実施機関に対する指導・監督 

原付講習受講者に安全知識及び運転技能を習得させるため、原付講習実施機関との連

携を図ります。                 

   （警察本部運転免許課） 
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サ 身体障害者等に対する安全運転の推進 

身体障害者及び一定の症状を呈する病気等にかかっている者の運転免許の取得につい

て、安全運転相談活動の充実を図ります。 

また、運転免許証を所持している身体障害者等や、新たに運転免許を取得しようとす

る身体障害者等に対し、自動車運転基礎能力評価判定機システムにより、科学的な計測

に基づく検査を行い、その評価結果を基に身体の障害に応じた免許条件の付与、車種の

選択、車両の改造及び安全運転手法の指導・助言等個別安全指導を実施して安全な運転

者を育成します。            

（警察本部運転免許課、運転免許試験課） 

【事業主体】 警察本部運転免許試験課 

事業内容 事業費（千円） 

身体障害者等に対する安全運転相談の実施 8,085 

 

シ 運転免許申請時・運転免許証更新時における正しい申告の徹底 

一定の症状を呈する病気等に関する質問票の交付・提出制度について、引き続き県民

に対する周知徹底に努めます。 

また、質問票の虚偽記載、提出に対する罰則が設けられていること、一定の病気等に

該当することを理由として取り消された者は、取消後３年以内であれば病気等の回復に

より運転免許試験が一部免除されることを併せて周知することにより、正しい病状申告

の促進を図ります。           

（警察本部運転免許課、運転免許試験課） 

 

ス 医師との連携 

安全な運転に支障のある一定の病気等に該当する疑いがある者の早期発見のため、主

治医からの届出が行いやすい環境作り及び臨時適性検査の円滑な運用のため、医師団体

との連携を図ります。 

（警察本部運転免許試験課） 

 

セ 障害者に対する配慮 

運転免許試験場における障害者の利便性の向上を図るため、身体障害者用に改造を行

った持込車両等による技能試験を実施します。 

また、障害者に係る教習体制の充実について、指定自動車教習所等に対する指導を推

進します。              
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（警察本部運転免許課、運転免許試験課） 

 

ソ 安全運転相談窓口「サン・サン相談室」の開設 

高齢運転者や心身に障害のある方で、平日に相談に来られない方々の便宜を図るため、

毎月第３日曜日に「サン・サン相談室」の名称で安全運転相談窓口を開設し、相談機会

の充実を図ります。         

  （警察本部運転免許試験課） 

 

(3) 高齢運転者対策の充実 

ア 認知機能検査等及び高齢者講習等の推進 

運転免許証の更新等を希望する 75 歳以上の高齢運転者に対する認知機能検査等を公

安委員会が直接実施することにより、引き続き待ち日数の短縮を図ります。 

タブレット端末を使用しての認知機能検査等を実施しており、これにより受検者等の

負担軽減、受検枠の拡大、検査時間及び待ち日数の短縮を図ります。 

70 歳以上の高齢運転者に対する高齢者講習、75歳以上で一定の違反がある場合に受検

する運転技能検査の実施にあたっては、個々に応じた具体的な実車指導、運転技能に基

づく適切な安全指導等、講習が効果的に行われるよう講習実施機関との連携を図ります。 

公安委員会で認知機能検査等及び高齢者講習の予約状況を一元的に管理し、検査等の

日時・場所を予め指定して通知するなど、認知機能検査等及び高齢者講習の円滑な実施

のための取組を推進します。 

認知機能が低下した高齢運転者対策としては、75 歳以上の高齢運転者が、認知機能が

低下した場合に行われやすいものとして政令で定める違反行為をした際に受検する臨時

認知機能検査の結果、一定の基準に該当する場合に受講することとなる臨時高齢者講習

において、指導等が効果的に行われるよう講習実施機関との連携を図ります。 

                           （警察本部運転免許課） 

 【事業主体】 警察本部運転免許課 

事業内容 事業費（千円） 

認知機能検査等及び高齢者講習等の実施 1,361,486 

 

イ 臨時適性検査等の実施 

75 歳以上の高齢者が受検する認知機能検査を基とした臨時適性検査の対象者について、

医療機関と連携し、臨時適性検査等を円滑かつ確実に実施します。 

また、安全運転相談の結果や、各種警察活動を通じて、認知症の疑いのある運転者の
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把握に努め、的確に臨時適性検査を行うとともに、認知症であることが判明した場合は

運転免許の取消し等の行政処分を行います。 

（警察本部運転管理課、運転免許試験課） 

 

ウ 安全運転相談窓口「サン・サン相談室」の開設【再掲】 

高齢運転者や心身に障害のある方で、平日に相談に来られない方々の便宜を図るため、

毎月第３日曜日に「サン・サン相談室」の名称で安全運転相談窓口を開設し、相談機会

の充実を図ります。         

  （警察本部運転免許試験課） 

 

エ 地域公共交通の確保・充実【再掲】 

高齢者を始めとする地域住民の移動手段の確保に向け、公共交通サービスの改善を図

るとともに、地域の輸送資源の総動員による持続可能な地域公共交通の確保・充実を図

る取組を推進します。 

                               （県交通政策課） 

【事業主体】 県交通政策課 

事業内容 事業費（千円） 

スマート技術を活用したＤＸやコンパクト＋ネットワークによる交

通再編に取り組む市町村や交通事業者への補助 
57,660 

 

オ 安全運転相談ダイヤルの運用 

自動車等の運転に不安を有する高齢者等からの相談を受ける全国共通の安全運転相談

ダイヤル「＃８０８０」について、周知啓発を図り効果的に運用します。 

（警察本部運転免許試験課） 

 

カ 「運転時認知障害早期発見チェックリスト 30」の活用 

交通安全教育や運転免許更新時等において、車の運転時に現れやすい状態を 30 項目リ

ストアップした「運転時認知障害早期発見チェックリスト 30」を配布し、自らの認知機

能の低下を自覚させることで、高齢者の交通事故防止を図ります。 

（警察本部交通総務課） 

 

キ 高齢運転者の運転免許自主返納支援体制の強化【再掲】 

市町村や地域包括支援センター等で受けた運転免許自主返納に関する相談について、
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自主返納支援コーディネーターによる助言や個別支援の実施や、返納後の支援に関する

情報を共有するなどのサポートを行うことで、自主返納の促進を図り、高齢運転者が原

因となる交通事故の減少を目指します。 

（県防犯・交通安全課） 

 

(4)  外国人運転者対策の強化 

外国人の運転免許保有者が増加する中、既に実施されている免許取得時の多言語化に

加え、免許更新時における多言語の教材の活用等により、外国人運転者に対する交通安

全教育を充実するとともに、外国人運転者による交通事故や交通違反の取扱い時におけ

る出入国在留管理庁との連携を強化します。 

また、いわゆる「外免切替」制度について、令和７年 10 月に改正された新たな制度を

厳格に運用します。 

加えて、レンタカー利用時等における国際運転免許証や外国運転免許証の確認が十分

に行われるようレンタカー事業者に対する情報提供を充実するなど、取組を強化します。 

このほか、今後増加する特定技能等の外国人運転者の増加に対応し、円滑な免許関係

手続が実施できるよう受入体制の強化を図ります。 

（警察本部運転免許試験課、運転免許課） 

 

(5) 自動車運送事業の安全対策の確保 

ア 事業用自動車の運転教育の充実 

事業用自動車の運転者は、一般の運転者よりも高い資質が求められていることから、

国土交通大臣が定める事業用自動車の運転者に対する指導及び監督の指針に基づき、事

業者の運転者に対する安全運転教育（事故・違反惹起運転者、初任運転者及び高齢運転

者に対する特別な教育を実施することやこれらの運転者に適性診断を受診させることを

含む。）実施を運行管理者に周知します。  

（関東運輸局埼玉運輸支局） 

 

イ 危険物運搬車両保安対策の推進 

危険物運搬車両を保有している運送事業者に対しては、運行管理者の指導講習会等に

おいて、安全運行の徹底を図るよう強力に指導します。 

（関東運輸局埼玉運輸支局） 
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ウ 土砂等運搬大型貨物自動車等の安全運行の確保 

土砂等を運搬する大型貨物自動車等の事業者に対しては、事業者団体などを通じて安

全運転を徹底するとともに、過積載の防止と運行の安全を図ります。 

（関東運輸局埼玉運輸支局） 

 

エ 自動車運送事業等に従事する運転者に対する適性診断の充実 

自動車運送事業等に従事する運転者に対する適性診断については、民間参入の促進を

図ること等により、受診環境の整備を行い、受診を積極的に促進します。 

（関東運輸局埼玉運輸支局） 

 

オ 「貨物自動車運送事業安全性評価事業」(通称Ｇマーク事業)の促進 

貨物自動車運送事業者の優良な事業所(通称Ｇマーク認定事業所)を認定することによ

り、利用者がより安全性の高い事業者を選びやすくするとともに、事業者全体の輸送の

安全確保等に対するインセンティブを付与するための環境整備を図ることにより、貨物

自動車運送事業に関する輸送の安全確保等を推進します。 

（関東運輸局埼玉運輸支局） 

 

カ 「貸切バス事業者安全性評価認定制度」（通称：セーフティバス）の促進 

バス協会において、貸切バス事業者の安全性の確保に向けた取組状況を評価し、公表

することで、貸切バスの利用者がより安全性の高い貸切バス事業者を選択しやすくする

とともに、本制度の実施を通じ、貸切バス事業者の安全性の確保に向けた意識の向上や

取組の促進を図ることにより、より安全な貸切バスサービスの提供等を推進します。 

（関東運輸局埼玉運輸支局） 

 

キ 過積載運転等に対する指導取締りの徹底 

過積載運転車両に対する指導取締りを強化するとともに、違反の根源となる使用者、

荷主等のいわゆる背後責任を追及します。 

（警察本部交通指導課） 

 

ク 取締りに基づく使用者に対する通知の徹底 

道路交通法第 108 条の 34 の規定に基づき、使用者等に対し、違反内容について積極的

に通知します。                 

  （警察本部交通指導課） 
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(6) 危険な運転者の早期排除等 

ア 悪質・危険な運転者の早期排除 

悪質・危険な運転者を早期排除するため、違反登録に要する期間を短縮し、行政処分

を迅速かつ確実に実施するとともに、仮停止・準仮停止制度を効果的に活用するほか、

長期未執行者の解消を図ります。また妨害運転等の悪質・危険な運転者に対する行政処

分を確実に実施します。 

併せて、一定の症状を呈する病気等にかかっていると疑われる者等に対する臨時適性

検査等の迅速かつ確実な実施に努めます。この際、運転免許効力の暫定停止制度を適切

に運用します。 

（警察本部運転管理課、運転免許試験課） 

 

イ 常習飲酒運転者対策の充実 

飲酒運転をした者に対する行政処分を迅速かつ確実に行います。また、停止処分者講

習等における飲酒学級の講習内容の充実を図り、飲酒行動の改善や飲酒運転に対する規

範意識の向上を目的とした取消処分者講習（飲酒学級）を効果的に推進します。 

（警察本部運転免許課、運転管理課） 

 

  ウ 運転者教育の充実 

妨害運転等を行った運転者の運転行動の改善を図ることを目的として、取消処分者講

習（一般講習）に新たなディスカッション指導を導入し、効果的に推進します。 

                     （警察本部運転免許課） 

 

(7) 運転者管理業務の合理化 

県運転免許証及び国外運転免許証の作成システムを充実・整備し、運転免許業務の効

率化、迅速化を図るとともに、ゴールド免許証交付等の優良運転者を積極的に評価する

方策を推進し、運転者の自覚と責任ある行動を促します。 

                           （警察本部運転免許課） 

【事業主体】 警察本部運転免許課 

事業内容 事業費（千円） 

運転免許業務の簡素・合理化と優良運転者対策の推進 1,571,993 
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(8) 道路交通に関する情報の充実 

ア 道路交通情報の充実 

情報通信技術（ICT）を活用し、車両同士や車と路側インフラなど、車と様々なモノを

つなぐ路車協調技術としての通信（V2X 通信※）の導入に向けた制度整備を進め、安全運

転支援システムの構築を推進することで、安全性、輸送効率及び快適性の向上を図りま

す。 

また、VICS や ETC2.0 等の整備・拡充により、渋滞の軽減など交通の円滑化を促進し、

交通事故の減少や交通渋滞の緩和に寄与する高度道路交通システム（ITS）を推進します。 

※V2X 通信：Vehicle To Everything 

（関東総合通信局） 

 

イ 危険物輸送に関する情報提供の充実等 

埼玉県危険物事故防止連絡会において、官民が連携して事故情報の共有化を行うとと

もに、事故防止対策の検討及び事故防止啓発活動等を行います。 

（県消防課） 

 

ウ 気象情報等の充実 

(ｱ) 気象情報の提供 

気象による道路交通障害が予想される時は、適時・適切に気象特別警報・危険警報・

警報・予報等を発表し、防災情報提供システム等を用いて、関係機関に迅速かつ確実

に伝達するとともに、報道機関等の協力により道路利用者に周知します。また、雨に

よる災害発生の危険度を地図上にリアルタイムに表示する「キキクル」や、気象情報

における線状降水帯による大雨の可能性についての呼びかけ、積雪・降雪の面的な状

況を示す「今後の雪（解析積雪深・解析降雪量・降雪短時間予報）」についても、気象

庁ホームページや報道機関等を通じて道路利用者に周知します。さらに、特に大雪に

より深刻な道路交通障害が見込まれる場合は、国土交通省と連携し、大雪に対する国

土交通省緊急発表を実施し、道路利用者に警戒を呼び掛けます。 

（熊谷地方気象台） 

 

(ｲ) 地震情報等の提供 

地震による道路交通障害が予想される時は、適時・適切に緊急地震速報（予報及び

警報）、地震情報等を発表し、防災情報提供システム等を用いて、関係機関に迅速かつ

確実に伝達するとともに、報道機関等の協力により道路利用者に周知します。 
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（熊谷地方気象台） 

 

(ｳ) 気象知識等の普及 

気象、地象、水象に関する知識の普及のため、気象情報等の利用方法等に関する講

演会の開催、広報資料の作成・配布等を行うほか、防災機関の担当者を対象に、特別警

報・警報・予報等の伝達等に関する説明会及び気象防災ワークショップを開催します。 

（熊谷地方気象台） 

 

(9) 交通労働災害の防止等 

ア 交通労働災害の防止 

(ｱ) 交通労働災害防止のための管理体制の確立等 

事業者が自主的に交通労働災害の防止に取り組むことを目的として策定した「交通

労働災害防止のためのガイドライン（平成 30 年 6 月改正）」の周知に努め、交通労働

災害防止のための管理体制の確立等を推進します。 

（埼玉労働局） 

 

(ｲ) 交通労働災害防止関係機関・団体等との情報交換 

交通労働災害防止関係機関・団体等と、交通労働災害防止対策の推進に関する情報

交換を行います。 

 （埼玉労働局） 

 

(ｳ) 陸上貨物運送事業労働災害防止協会の指導・援助 

陸上貨物運送事業労働災害防止協会等労働災害防止団体が行う交通労働災害防止活

動について引き続き指導・援助を行います。 

（埼玉労働局） 

イ 運転者の労働条件の適正化 

(ｱ) 自動車運転者の労働条件確保のための監督指導 

自動車運転者の労働時間等の労働条件の改善を図り、交通労働災害の防止に資する

ため、監督指導等を実施し、労働基準関係法令及び改善基準の遵守徹底を図ります。

監督指導については、関係行政機関との通報制度等の活用を図るとともに、必要に応

じ合同で監督・監査を行う等その充実を図ります。 

（埼玉労働局） 
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(ｲ) 自主的労務改善の促進のための指導 

自動車運転者の労働条件の改善を図るためには、関係業界及び各事業場における自

主的な改善の意識を高めることが肝要であることから、労働時間管理適正化指導員が

定期的に事業場を訪問し改善基準の啓発指導を行う等により、自主的な労務改善を促

進し、改善基準等の履行の確保を図ります。 

（埼玉労働局） 

 

(ｳ) 関係行政機関との連携 

改善基準等の履行確保を図り、合わせて交通労働災害の防止に資するため、関係行

政機関との間における「自動車運転者の労働条件改善のための相互通報制度」、「土砂

等を運搬する大型自動車による交通事故防止等に関する特別措置法に基づく通報制度」

及び「自動車運転者の過労運転事案に係る警察機関からの通報制度」等により、引き

続き関係行政機関との連携強化を図ります。 

（埼玉労働局） 

 

(10) 運転管理の改善及び運行管理の充実 

ア 安全運転管理の推進 

(ｱ) 安全運転管理者等法定講習の充実 

講習体制、講習内容及び講習手法の充実強化について指導監督します。 

                          （警察本部交通総務課） 

【事業主体】 警察本部交通総務課 

事業内容 事業費（千円） 

安全運転管理者講習委託料 90,840 

 

(ｲ) 事業所等に対する安全運転管理の指導 

重大な交通事故を発生させた事業所、その他安全運転管理上問題のある事業所に対

し、安全運転管理の体制について調査し、必要な指導・助言を行います。 

（警察本部交通総務課） 

 

(ｳ) 安全運転管理者等未選任事業所の一掃 

あらゆる機会を通じ、安全運転管理者等の未選任事業所の発見に努め、未選任事業

所の一掃を図ります。 

（警察本部交通総務課） 
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(ｴ) 各業界、団体に対する交通事故防止コンクール参加の奨励 

各業界、団体に対し無事故・無違反を競う交通事故防止コンクールへの参加を奨励

し、安全運転気運の高揚を図ります。 

（警察本部交通総務課） 

 

イ 運転適性検査業務等の推進 

運転免許業務、街頭活動等各種警察活動を通じて、運転不適格者の発見に努め、臨時

適性検査等を実施して、運転不適格者を排除します。 

                         （警察本部運転免許試験課） 

【事業主体】 警察本部運転免許試験課 

事業内容 事業費（千円） 

臨時適性検査の実施 3,379 

 

ウ 運行管理の充実 

(ｱ) 自動車運送事業者に対する指導監督の充実 

労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）等の関係法令等の適正な履行及び運行管理の

徹底を図るため、飲酒運転等の悪質違反を犯した事業者、重大事故を引き起こした事

業者及び新規参入事業者等に対する監査を徹底するとともに、関係機関合同による監

査・監督を実施し、不適切な事業者に対しては厳正な処分を行います。 

このため、効果的かつ効率的な監査指導を実施するための監査指導実施体制の充実・

強化を図ります。 

さらに、自動車運送事業者による安全管理体制の構築・改善を図るため、その取組

を評価・助言する運輸安全マネジメント制度の一層の浸透・徹底を図ります。 

また、自動車運送事業者に対する点呼時におけるアルコール検知器の使用義務付け

により，自動車運送事業者における飲酒運転ゼロを目指します。 

事故情報の分析・公表を行い、運行管理者等に対する講習教材に掲載し同種事故の

再発防止を目指します。社会的に影響の大きい重大事故に対する要因分析調査を行い、

要因分析検討結果、再発防止対策をホームページに公表します。 

（関東運輸局埼玉運輸支局） 

 

(ｲ) 事故情報の多角的分析の実施 

事業用自動車の事故に関する情報の充実を図るため、自動車事故報告規則（昭和 26

年運輸省令第 104 号）に基づく事故情報の収集・分析に加え、自動車運送事業に係る
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交通事故要因の分析のための情報収集・分析を強化します。 

また、事故発生時の前後の走行情報(前方映像、車両速度、急加減速)を記録するド

ライブレコーダー等の安全運転の確保に資する機器の補助金制度による支援を行い普

及促進に努めるとともに、事故防止対策支援事業に伴う補助金制度を利用し、社内教

育等を実施する際には外部専門家によるコンサルティングを利用するなど社内教育の

充実を図るよう推進します。         

    （関東運輸局埼玉運輸支局） 

 

(ｳ) 運行管理者等に対する指導講習の充実 

運行管理者等に対する指導講習について、近年増加している運転者の健康状態に起

因する事故、過労運転による事故に関する視聴覚機材の活用等により講習内容の充実

を図ります。 

また、映像記録型ドライブレコーダーやデジタル式運行記録計等の新技術の運行管

理への活用等をカリキュラムとした実践的な運行管理者講習の実施について充実を図

ります。                    

  （関東運輸局埼玉運輸支局） 

２ 自動運転等の安全の確保と支援 

(1) 特定自動運行許可制度の適正かつ円滑な運用等 

特定自動運行の許可に係る審査内容や手続等の明確化等の取組、特定自動運行実施者

に対する立入検査の実施等により、特定自動運行許可制度の適正かつ円滑な運用を図り

ます。 

また、安全で円滑な公道実証実験のため、ガイドラインや道路使用許可制度の適正な

運用と事業者に対する周知を図ります。 

（警察本部交通総務課、交通規制課） 

 

(2) 遠隔操作型小型車の安全な運行の支援 

遠隔操作型小型車の届出制度の周知や使用者に対する立入検査の実施等により、道路

における危険を防止するとともに届出制度の適正かつ円滑な運用を図ります。 

また、遠隔操作型小型車の安全で円滑な公道実証実験のため、道路使用許可の適正な

運用と事業者に対する周知を図ります。 

（警察本部交通総務課、交通規制課） 
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３ 事業用自動車の安全プラン等に基づく安全対策の推進 

(1) 運輸安全マネジメント等を通じた安全体質の確立 

事業用自動車の交通事故死者数・重傷者数・人身事故件数・飲酒運転件数の削減等を

目標とする事業用自動車総合安全プランに基づき、関係者（行政、事業者、利用者）が一

体となり総合的な取組を推進します。 

事業者の安全管理体制の構築・改善状況を国が確認する運輸安全マネジメント評価を

引き続き実施します。また、運輸安全マネジメント評価を通じて、運輸事業者による防

災意識の向上及び事前対策の強化等を図り、運輸防災マネジメントの取組を強化すると

ともに、感染症による影響を踏まえた運輸事業者の安全に係る取組及び事業者によるコ

ンプライアンスの徹底を意識付ける取組を的確に確認します。 

また、事業者の安全意識の向上を図るため、メールマガジン「事業用自動車安全通信」

や「自動車総合安全情報」ホームページにより、事業者に事業用自動車による重大事故

発生状況、事業用自動車に係る各種安全対策等の情報を引き続き提供するとともに、外

部専門家等の活用による事故防止コンサルティング実施に対して支援するなど、社内で

の安全教育の充実を図ります。 

（関東運輸局埼玉運輸支局） 

 

(2) 飲酒運転、迷惑運転等の根絶 

点呼時にアルコール検知器を使用した酒気帯びの有無の確認を徹底するよう指導する

とともに、常習飲酒者を始めとした運転者や運行管理者に対し、アルコールの基礎知識

や節酒方法等の飲酒運転防止の専門的な指導を実施するアルコール指導員の普及促進を

図り、事業者における飲酒運転ゼロを目指します。また、薬物使用による運行の根絶に

向け啓発を続けます。 

さらに、スマートフォンの画面を注視したり、携帯電話で通話したりしながら運転す

る「ながら運転」、他の車両の通行を妨害し、重大な交通事故にもつながる「あおり運転」

といった迷惑運転について、運転者に対する指導・監督を実施するよう、事業者に対し

指導を行います。 

（関東運輸局埼玉運輸支局） 

 

(3) ICT・新技術を活用した安全対策の推進 

事業者による事故防止の取組を推進するため、衝突被害軽減ブレーキ等の先進安全自

動車(以下、「ASV（Advanced Safety Vehicle）」という。)装置や運行管理に資する機器

等の普及促進に努めます。 
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また、自動車や車載器等の通信システムにより取得した運転情報や、車両と車載機器、

ヘルスケア機器等を連携させた総合的データを活用したシステムの普及を図り、更なる

事故の削減を目指します。 

さらに、運行管理に利用可能な ICT 技術を活用することにより、働き方改革の実現に

加え、運行管理の質の向上による安全性の向上を図るため、開発・普及を促進します。 

（関東運輸局埼玉運輸支局） 

 

(4)  少子超高齢社会における交通事故の防止対策 

事業用自動車の運転者の高齢化、及び高齢者が被害者となる交通事故の増加を踏まえ、

高齢運転者による交通事故防止対策を推進するとともに、運転者不足に伴い外国人人材

の活用等今まで運送事業において運転業務を行っていない者による運行の増加が一定数

見込まれるところ、これらの者による運転業務においても安全運行が確実に行われるた

めの方策を講じていきます。 

（関東運輸局埼玉運輸支局） 

 

(5) 業態ごとの事故発生傾向、主要な要因等を踏まえた事故防止対策 

輸送の安全を図るため、トラック・バス・タクシーの業態毎や運転者の年齢、健康状態

等の特徴的な事故傾向を踏まえた事故防止の取組を現場関係者とも一丸となって実施さ

せるとともに、運転者に対する指導・監督マニュアルの策定や、より効果的な指導方法

の確立など、更なる運転者教育の充実・強化を検討・実施します。 

（関東運輸局埼玉運輸支局） 

 

(6) 事業用自動車の事故調査委員会の提案を踏まえた対策 

社会的影響の大きな事業用自動車の重大事故については、事業用自動車事故調査委員

会における事故の背景にある組織的・構造的問題の更なる解明を含めた原因分析、より

客観的で質の高い再発防止策の提言を受け、事業者等の関係者が適切に対応し、事故の

未然防止に向けた取組を促進します。 

（関東運輸局埼玉運輸支局） 

 

(7) 運転者の健康起因事故防止対策の推進 

運転者の疾病により、運転を継続できなくなる健康起因事故を防止するため、「事業用

自動車の運転者の健康管理マニュアル」の周知・徹底を図るとともに、睡眠時無呼吸症

候群、脳血管疾患、心臓疾患・大血管疾患等の主要な疾病について、対策ガイドライン
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の周知・徹底を図るとともに、受診費用の補助制度を通して、スクリーニング検査の普

及を促進します。 

（関東運輸局埼玉運輸支局） 

 

(8) 自動車運送事業安全性評価事業の促進等 

全国貨物自動車運送適正化事業実施機関において、貨物自動車運送事業者について、

利用者が安全性の高い事業者を選択することができるようにするとともに、事業者全体

の安全性向上に資するものとして実施している「貨物自動車運送事業安全性評価事業」

（通称Ｇマーク制度）を促進します。 

また、国、地方公共団体及び民間団体等において、貨物自動車運送を伴う業務を発注

する際には、それぞれの業務の範囲内で道路交通の安全を推進するとの観点から、安全

性優良事業所（通称Ｇマーク認定事業所）の認定状況も踏まえつつ、関係者の理解も得

ながら該当事業所が積極的に選択されるよう努めます。 

さらに、貸切バス事業者安全性評価認定実施機関において、貸切バス事業者の安全性

や安全の確保に向けた取組状況を評価し、認定・公表することで、貸切バスの利用者や

旅行会社がより安全性の高い貸切バス事業者を選択しやすくする「貸切バス事業者安全

性評価認定制度」を推進し、貸切バス事業者の安全性の確保に向けた意識の向上や取り

組みの促進を図り、より安全な貸切バスサービスの提供に努めます。 

（関東運輸局埼玉運輸支局） 

 

(9) 自動車運送事業者に対するコンプライアンスの徹底 

労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）等の関係法令等の履行及び運行管理の徹底を図

るため、飲酒運転等の悪質違反を犯した事業者、重大事故を引き起こした事業者及び新

規参入事業者等に対する監査を徹底するとともに、関係機関合同による監査・監督を実

施し、不適切な事業者に対して厳正な処分を行います。また、ITを活用して効果的・効

率的な監査・監督を実施します。 

また、安全性の確保を図るため、バス発着場を中心とした街頭検査等を活用しつつ、

バス事業における交替運転者の配置、運転者の飲酒・過労等の運行実態を把握し、事業

用自動車による事故の未然防止を図ります。 

関係行政機関との連携として、相互の連絡会議の開催及び指導監督結果の相互通報制

度等の活用により、過労運転に起因する事故等の通報制度の的確な運用と業界指導の徹

底を図ります。 

事業者団体等関係団体による指導として、国が指定した機関である、適正化事業実施
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機関を通じ、過労運転・過積載の防止等、運行の安全を確保するための指導の徹底を図

ります。 

（関東運輸局埼玉運輸支局） 
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第４章 車両の安全性の確保 

１ 車両の安全性に関する技術基準等の改善の推進 

(1) 車両の安全対策の推進 

車両の安全対策については、令和２年度に開催された交通政策審議会陸上交通分科会

自動車部会技術安全ワーキンググループの審議結果を踏まえて、実施していきます。 

具体的には、産・官・学が参加する検討会が中心となり、①事故実態の把握・分析、②

安全対策に関する方針、対策の具体的な内容の検討、③事前効果評価・事後効果評価と

いった一連の流れ（PDCA サイクル）を継続的に実施することにより、車両の安全対策を

推進します。 

特に、事故実態の把握・分析においては、ドライブレコーダーやイベントデータレコ

ーダー（EDR（Event Data Recorder））の情報を活用するとともに、これに合わせ医療機

関の協力により乗員等の傷害状況も詳細に把握し、事故による傷害発生のメカニズムを

詳細に調べるなど、より一層の推進に資する取組について検討していきます。 

また、事故を未然に防止する予防安全対策について、新技術の動向も踏まえ、保安基

準の拡充・強化等と ASV の開発・普及の促進、使用者に対する自動車アセスメント情報

の提供など、より一層の連携を図ります。 

   （関東運輸局埼玉運輸支局） 

 

(2) 道路運送車両の保安基準の拡充・強化 

車両の安全対策の基本である自動車の構造・装置等の安全要件を定める道路運送車両

の保安基準について、前述の検討結果等を踏まえつつ、事故を未然に防ぐための予防安

全対策、万が一事故が発生した場合においても乗員、歩行者等の保護を行うための被害

軽減対策のそれぞれの観点から、適切に拡充・強化を図ります。 

（関東運輸局埼玉運輸支局） 

 

２ ASV の開発・普及促進 

ア 地方行政機関（国） 

先進技術を利用してドライバーの安全運転を支援するシステムを搭載した ASV につい

て、産官学の協力による ASV 推進検討会の下、一層進めていきます。 

また、ASV 技術のうち衝突被害軽減ブレーキ等の市場化された ASV 技術については、国

際的な動向も踏まえつつ、義務化も含めた保安基準の拡充・強化、補助制度の拡充を図

るとともに、技術指針の策定、ASV 技術の効果評価の実施等による普及促進を引き続き進
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めていきます。 

（関東運輸局埼玉運輸支局） 

 

イ 県・県警察 

衝突被害軽減ブレーキやペダル踏み間違い時加速抑制装置等の装備が搭載された ASV

の乗車体験会等を実施し、運転者による誤操作等を原因とした交通事故の防止を図りま

す。 

安全運転の責任は一義的には運転者にあることから、運転者の先進技術に対する過信・

誤解による交通事故を防止するため、先進技術に関する理解醸成の取組を推進します。 

（県防犯・交通安全課、警察本部交通総務課） 

 

３ 高齢運転者への車両安全対策の推進 

ペダルの踏み間違いなど運転操作ミス等に起因する高齢運転者による事故が発生して

いることや、高齢化の進展により運転者の高齢化が今後も加速していくことを踏まえ、

高齢運転者が自ら運転をする場合の安全対策として、安全運転サポート車の性能向上・

普及促進等の車両安全対策を推進します。 

               （関東運輸局埼玉運輸支局、県防犯・交通安全課） 

【事業主体】 関東運輸局埼玉運輸支局 

事業内容 事業規模 

街頭検査時等におけるリーフレットの配布 300 枚 

【事業主体】 県防犯・交通安全課 

事業内容 事業費（千円） 

高齢者を対象とした交通安全教育・啓発【再掲】 610 

 

４ 安全な自動運転車の開発・実用化・普及のための環境整備 

(1) 自動運転車に係る安全基準の策定 

令和２年３月に高速道路等に導入された渋滞時等において作動する車線維持機能に限

定した自動運転機能やサイバーセキュリティに係る安全基準を、引き続き、自動運転技

術の更なる進展に応じ、より高度な自動運転機能について策定された基準に基づいて運

用します。 

（関東運輸局埼玉運輸支局） 
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(2) 安全な無人自動運転移動サービス車両の実現に向けた取組の促進 

自動運転車の安全確保に関するガイドラインに基づいて、安全な無人自動運転移動サ

ービスの普及・拡大を推進します。 

（関東運輸局埼玉運輸支局） 

 

(3) 自動運転車に対する過信・誤解の防止に向けた取組の推進 

自動運転機能が作動する走行環境条件への理解など、自動運転車について、ユーザー

が過信・誤解することなく、使用してもらえるような取組を推進します。 

（関東運輸局埼玉運輸支局） 

 

(4) 自動運転車に係る電子的な検査の導入や審査・許可制度の的確な運用 

自動運転車の設計・製造から使用過程にわたり、自動運転車の安全性を一体的に確保

するため、様々な走行環境における安全性の検証のためシミュレーション等を活用した

自動運転車の型式指定審査、ソフトウェアアップデートに係る許可制度の的確な運用等

に努めます。 

（関東運輸局埼玉運輸支局） 

 

(5) 自動運転車の事故に関する原因究明及び再発防止に向けた取組の推進 

自動運転車の事故については、事故発生時の自動運転システムや走行環境の状況、運

転者の対応状況等様々な要因が考えられるため、客観性及び真正性を確保した形で総合

的な事故調査・分析を実施し、速やかな事故原因の究明及び再発防止に努めます。 

（関東運輸局埼玉運輸支局） 

 

５ 自動車アセスメント情報の提供等 

自動車の衝突安全性能等に関する車種ごとの安全性について比較情報等を公正中立な立

場でとりまとめ、これを自動車ユーザーに定期的に提供する自動車アセスメント事業を積

極的に推進します。 

具体的には、自動車の衝突安全性能の総合評価及び歩行者頭部保護性能・制動性能の評

価、チャイルドシートの安全性能比較評価を行い公表することで、ユーザーが安全な製品

選びをしやすい環境の整備を推進するとともに、自動車メーカー等におけるより安全な製

品の開発促進を図るとともに、予防安全性能評価についての試験項目の拡充、新技術に対

する評価手法の確立について検討を行います。 

このほか、自動車の安全装置の正しい使用方法等の一般情報や車種毎の安全装置の装備
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状況も拡充し、充実した自動車アセスメント情報をユーザーに提供します。 

（関東運輸局埼玉運輸支局） 

 

６ 自動車の検査及び点検整備の充実 

(1) 自動車の検査及び点検整備の充実 

道路運送車両の保安基準の拡充・強化に合わせた検査の高度化を進めるなど、道路運

送車両法（昭和 26年法律第 185 号）に基づく新規検査等の自動車検査の確実な実施を図

ります。また、街頭検査体制の充実強化を図ることにより、不正改造車両を始めとした

整備不良車両及び基準不適合車両の排除等を推進していきます。 

（関東運輸局埼玉運輸支局） 

 

(2) 自動車点検整備の推進 

ア 自動車点検整備の推進 

自動車ユーザーの保守管理意識の高揚と点検整備の確実な実施を図るため、「自動車点

検整備推進運動」を展開するとともに、整備管理者研修、自動車運送事業者監査等を通

じて関係者に対し車両管理の指導を行い、車両故障に起因する事故の防止を図ります。 

（関東運輸局埼玉運輸支局） 

 

イ 不正改造車の排除 

道路交通に危険を及ぼすなど社会的問題となっている暴走族の不正改造車や過積載を

目的とした不正改造車両等を排除し、自動車の安全運行を確保するため、関係機関の支

援及び自動車関係団体の協力の下に「不正改造車を排除する運動」を展開し、広報活動

の推進、関係者への指導、街頭検査等を強化することにより、不正改造防止について、

自動車使用者及び自動車関係事業者等の認識を高めます。  

なお、指定自動車整備事業者による不正事案が発生していることから、道路運送車両

法のより一層適正な運用に努め、事業者に対する指導監督を引き続き行います。 

                         （関東運輸局埼玉運輸支局） 

【事業主体】 関東運輸局埼玉運輸支局 

運動の名称 実施期間 

不正改造車排除強化月間 毎年６月から７月 

 

ウ 自動車整備技術の向上 

自動車新技術の採用・普及、車社会の環境の変化に伴い、自動車を適切に維持管理す
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るため、自動車整備業がこれらの変化に対応していく必要があることから、関係団体か

らのヒアリング等を通じ自動車整備事業の現状について把握し、今後、自動車整備事業

が自動車の新技術及び多様化するユーザーニーズに対応していくための技術の高度化等

を推進します。 

また、整備主任者等を対象とした新技術研修の実施等により整備要員の技術の向上を

図ります。 

さらに、新技術が採用された自動車の整備や自動車ユーザーに対する自動車の正しい

使用についての説明等のニーズに対応するため、一級自動車整備士制度を活用します。 

（関東運輸局埼玉運輸支局） 

 

７ リコール制度の充実 

自動車製作者の垣根を越えた装置の共通化・モジュール化が進む中、複数の自動車製

作者による大規模なリコールが行われていることから、自動車のリコールの迅速かつ着

実な実施のため、自動車製作者等からの情報収集体制の強化を図るとともに、安全・環

境性に疑義のある自動車については独立行政法人自動車技術総合機構において現車確認

等による技術的検証を行います。 

また、ユーザーの目線に立ったリコール実施のため、ユーザーからの不具合情報の収

集を促進し、さらに、調査分析体制の強化を図るとともに、自動車ユーザーに対し、自

動車の不具合に対する関心を高めるためのリコール関連情報等を提供します。 

（関東運輸局埼玉運輸支局） 
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第５章 道路交通秩序の維持 

１ 交通指導取締りの強化等 

(1) 一般道路における効果的な指導取締りの強化等 

ア 交通事故抑止に資する指導取締りの推進 

交通事故実態を分析し、交通事故多発路線等における街頭指導活動を強化するととも

に、飲酒運転、無免許運転、著しい速度超過、交差点関連違反、積載物重量制限超過、妨

害運転、携帯電話使用等の交通事故に直結する悪質・危険性の高い違反、さらには、県

民からの取締り要望の多い迷惑性の高い違反に重点を置いた取締りを推進します。 

特に、飲酒運転及び無免許運転については、取締りにより常習者を道路交通の場から

排除するとともに、運転者の周辺で飲酒運転や無免許運転を助長し、容認している者に

対する捜査を徹底するなど、飲酒運転や無免許運転の根絶に向けた取組を推進します。 

また、交通指導取締りにあたっては、児童、高齢者、身体障害者等の保護の観点に立っ

た交通取締りを引き続き推進します。 

さらに、交通指導取締りの実施状況について、交通事故実態の分析結果等を踏まえて

検証し、検証結果を取締り計画の見直しに反映させ、より交通事故抑止に資する指導取

締りを推進します。 

加えて、取締場所の確保や警察官の配置が困難な生活道路や時間帯においても速度取

締りが行えるよう、可搬式速度違反自動取締装置による取締りを推進します。 

（警察本部交通指導課、交通捜査課） 

 

(ｱ) 街頭活動の推進 

交通事故が多発する路線及び交差点において、白バイやパトカーによる警戒活動を推

進するとともに、高齢者や子供等を中心とした交通弱者の保護誘導活動、通学時間帯や

薄暮時間帯における街頭活動を強化します。               

（警察本部交通指導課） 

 

(ｲ) 飲酒運転の根絶に向けた取締り 

 飲酒運転の実態について必要な調査、分析を行い取締りの時間帯、場所、方法等を検

証した上で、飲酒運転の取締りを強化するとともに、運転者のみならず車両等の提供者、

飲酒場所、同乗者、同席者等に対する捜査を確実に行い、車両等提供罪、酒類等提供罪、

要求依頼同乗罪等の捜査を徹底し確実な立件に努めるとともに、適切な広報活動を推進

します。 



第５章 道路交通秩序の維持 

  84  

（警察本部交通指導課、交通捜査課） 

 

(ｳ) 無免許運転の周辺者に対する捜査 

無免許運転の取締りに際しては、運転者のみならず周辺者に対する自動車等提供罪及

び要求依頼同乗罪の捜査を徹底するとともに、適切な広報活動を推進します。 

（警察本部交通指導課、交通捜査課） 

 

(ｴ) 携帯電話使用等違反の取締り強化 

運転中の携帯電話やスマートフォンを使用することは、重大な交通事故につながる極

めて危険な行為であることから、携帯電話使用等の取締りを推進します。 

（警察本部交通指導課） 

 

(ｵ) 通学路における交通安全指導及び指導取締りの推進 

通学児童の安全を確保するため、交通違反が発生しやすい場所・時間帯に警察官を配

置する等し、違反の未然防止を推進するとともに、地域住民からの取締要望等を踏まえ

た通行禁止違反をはじめとする通学路における取締りや視覚効果の高い可搬式速度違反

自動取締装置を活用した取締りを推進します。 

（警察本部交通指導課） 

 

(ｶ) 交通指導取締りについて県民の理解を深めるための情報発信 

交通事故分析結果等を踏まえ、速度取締りの指針を示すなど具体的かつ分かりやすい

情報発信に努めます。 

（警察本部交通指導課） 

 

(ｷ) 白バイ・パトカーによる街頭活動の強化 

交通事故多発路線や幹線道路における交通事故の防止及び交通秩序の維持を目的に、

白バイ・パトカーの機動力を駆使した街頭活動を推進し、地域の交通実態、県民の要望

等を踏まえた悪質性、危険性及び迷惑性の高い交通違反に重点を指向した交通指導取締

りを強化します。 

（警察本部交通機動隊） 

 

イ 背後責任の追及 

事業活動に関してなされた過積載、過労運転等の違反については、自動車の使用者等
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に対する責任追及を徹底するとともに、必要に応じ自動車の使用制限命令や荷主等に対

する再発防止命令を行い、また、事業者の背後責任が明らかとなった場合は、それらの

者に対する指導、監督処分等を行うことにより、この種の違反の防止を図ります。 

また、事業所における従業員による飲酒運転の発覚時の自動車の使用者の責任追及を

含め、運行管理者・安全運転管理者による運転前後のアルコール検知器を用いた酒気帯

びの有無の確認等の義務の履行が徹底されるよう、指導を行うとともに履行状況の確認

を行います。 

さらに、被雇用者による無免許運転等を起こした場合における雇用者等の背後責任の

追求を徹底します。 

（警察本部交通指導課、交通捜査課） 

ウ いわゆる白タク・白トラの取締りの強化 

白タク・白トラ行為については、関係機関と連携し、関連情報の収集及び共有を図る

とともに、取締り等の強化を推進していきます。 

取締りに当たっては、末端被疑者の検挙にとどまることなく、突き上げ捜査等を通じ

て上位被疑者等の検挙を行い、組織の全容解明に努めるとともに、犯罪収益の没収や車

両使用制限等の制裁を複合的に実施し、白タク・白トラ行為の効果的な排除を図ります。 

（警察本部交通捜査課） 

 

エ 自転車利用者に対する指導取締りの推進 

自転車利用者による信号無視、一時不停止、右側通行、携帯電話の使用、無灯火、二人

乗り、傘さし、イヤホ－ン及び通行者に危険を及ぼす違反等に対して自転車指導警告カ

ードを活用した指導警告を行うとともに、令和８年４月１日から施行される自転車への

交通反則通告制度の導入を踏まえ、自転車指導啓発重点地区等を中心とした事故抑止に

資する取締りを推進し、悪質・危険な自転車利用者に対する検挙措置を推進します。 

（警察本部交通指導課） 

 

オ 特定小型原動機付自転車の利用者に対する交通指導取締りの強化 

特定小型原動機付自転車に係る悪質・危険な違反行為に対する交通指導取締りを強化

します。 

また、交通の危険を生じさせるおそれのある違反行為を反復して行った特定小型原動

機付自転車の利用者に対しては、特定小型原動機付自転車運転者講習制度を実施し、違

反の再発防止に努めます。 

運転免許を保有する悪質・危険な違反を繰り返したり、悪質・危険な違反による交通
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事故を発生させたりした運転免許を保有する者に対しては、免許停止処分を含めた的確

な行政処分を実施します。 

さらに、シェアリング関係事業者に対して、悪質・危険な利用者のサービス利用停止

措置又はアカウント抹消措置を講ずることを働き掛けます。              

（警察本部交通総務課、交通指導課） 

 

カ ペダル付き電動バイクの利用者に対する交通指導取締りの強化 

ペダル付き電動バイクについては、駆動補助機付自転車（電動アシスト自転車）では

なく、一般原動機付自転車又は自動車に該当し、道路を通行させるにはナンバープレー

トを取得し、車体に表示しなければいけないほか、その運転には運転免許が必要であり、

乗車用ヘルメットをかぶらなければならないなど、一般原動機付自転車等に適用される

交通ルールを遵守する必要があることの周知徹底を図るとともに、無免許運転、通行区

分違反等の悪質・危険な運転に対する交通指導取締りを強化します。 

また、ペダル付き電動バイクを駆動補助機付自転車（電動アシスト自転車）として販

売する違法な販売事業者対策を推進します。              

（警察本部交通総務課、交通指導課） 

 

(2) 高速道路における指導取締りの強化等 

高速自動車国道等においては、重大な違反行為はもちろんのこと、軽微な違反行為で

あっても重大事故に直結するおそれがあることから、交通指導取締り体制の整備に努め、

交通流や交通事故発生状況等の交通の実態に即した効果的な機動警ら等を実施すること

により、違反の未然防止及び交通流の整序を図ります。 

また、高速自動車国道等における速度超過の取締りは常に危険を伴うため、受傷事故

防止等の観点から、速度違反自動取締装置等の取締り機器の積極的かつ効果的な活用を

推進します。 

交通指導取締りについては、悪質性、危険性、迷惑性の高い違反を重点とし、特に、著

しい速度超過、飲酒運転、妨害運転、車間距離不保持、通行帯違反、携帯電話使用等の取

締りを強化します。 

（警察本部交通指導課、高速道路交通警察隊） 
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２ 交通犯罪捜査及び交通事故事件捜査体制の強化 

(1) 専従捜査体制の強化等 

交通犯罪捜査及び交通事故事件捜査体制を強化するため、捜査員の捜査能力の一層の

向上及び体制の充実に努めるとともに、初動捜査の段階から危険運転致死傷罪等の関係

法令の積極的な適用を視野に入れた捜査の徹底を図ります。 

（警察本部交通捜査課） 

 

(2) 初動捜査体制及び科学的捜査体制の強化 

初動捜査体制及び客観的証拠に基づいた科学的捜査を強化するため、３Ｄレーザース

キャナや交通事故捜査支援システム等、装備資機材の導入・整備を推進します。 

（警察本部交通捜査課） 

 

３ 暴走族及び旧車會対策の強化 

(1) 暴走族追放気運の高揚及び家庭、学校等における青少年の指導の充実 

ア 青少年相談員活動推進事業 

青少年相談員に対し、非行防止に関する知識及び意識の向上を図る研修を実施します。 

                               （県青少年課） 

【事業主体】 県青少年課 

事業内容 事業費（千円） 

青少年相談員研修等 578 

 

イ 青少年の自立支援事業 

非行少年の自立を促す社会体験や就労体験、電話相談などの保護者支援を実施し、関

係行政機関や NPO・民間団体と連携・協働して非行少年の立ち直り支援に取り組みます。 

                               （県青少年課） 

【事業主体】 県青少年課 

事業内容 事業費（千円） 

社会体験や就労体験の実施、保護者支援等 4,554 

 

ウ 非行防止に関する協力団体との連携 

青少年健全育成に関わる協力団体と情報交換を行うとともに、７月及び 11 月には非行

防止等に関する合同キャンペーンを開催するなど、業界団体と一体となった非行防止対
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策を推進します。 

（県青少年課） 

 

エ 「高校生の自動二輪車等の交通安全に関する指導要項」に基づく指導の推進 

「高校生の自動二輪車等の交通安全に関する指導要項」に基づく指導を関係団体等の

協力を得て推進し、高校生の命を守るとともに、高校生の健全育成と交通安全指導の充

実を図ります。 

（県学事課、教育局保健体育課） 

 

オ 暴走族追放気運の高揚及び加入防止対策の推進  

暴走族追放の気運を高揚させるため、報道機関等に対する資料提供を積極的に行い、

暴走族の実態が的確に広報されるよう努めるなど、広報活動を積極的に行います。 

（警察本部交通捜査課） 

 

(2) 暴走行為阻止のための環境整備 

暴走族及びこれに伴う群衆のい集場所として利用されやすい施設の管理者に協力を求

め、暴走族等をい集させない環境づくりを推進するとともに、地域における関係機関・

団体が連携を強化し、暴走行為等ができない道路交通環境づくりを推進します。 

また、事前の情報入手に努め、集団不法事案に発展するおそれがあるときは、早期に

暴走族と群衆を隔離するなどの措置を講じます。 

（警察本部交通捜査課、交通規制課） 

 

(3) 暴走族に対する指導取締りの強化 

ア 取締り体制の充実・強化等 

暴走族に対する指導取締りを強化するため、取締り体制及び装備資機材の充実を図る

とともに、集団暴走行為や爆音走行行為等の悪質事犯に対しては、あらゆる法令を適用

して検挙及び補導を徹底し、併せて解散指導を積極的に行います。 

複数の都県にまたがる広域暴走事件に迅速かつ効率的に対処するため、関係都県警察

相互の捜査協力を積極的に行います。 

（警察本部交通捜査課） 

 

イ 「不正改造車を排除する運動」を通じた広報活動等 

暴走行為を助長するような車両の不正な改造を防止し、競技用車両等の部品が不正な
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改造に使用されることがないよう「不正改造車を排除する運動」等を通じ、広報活動及

び企業、関係団体に対する指導を積極的に行います。 

また、自動車ユーザーだけでなく、不正改造等を行った者に対して必要に応じて立入

検査を行います。 

（関東運輸局埼玉運輸支局） 

 

(4) 暴走族関係事犯者の再犯防止 

暴走族関係事犯の捜査に当たっては、個々の犯罪事実はもとより、組織の実態やそれ

ぞれの被疑者の非行の背景となっている行状、性格、環境等の諸事情をも明らかにしつ

つ、グループの解体や暴走族グループから構成員等を離脱させるなど、暴走族関係事犯

者の再犯防止に努めます。また、暴力団とかかわりのある者については、その実態を明

らかにするとともに、暴力団から離脱するよう指導を徹底します。 

暴走族関係保護観察対象者の処遇に当たっては、遵法精神のかん養、家庭環境の調整、

交友関係の改善指導、暴走族組織からの離脱指導等、再犯防止に重点を置いた処遇の実

施に努めます。 

また、暴走族に対する運転免許の行政処分については、特に迅速かつ厳重に行います。 

  （警察本部交通捜査課、運転管理課） 

 

(5) 車両の不正改造の防止 

暴走行為を助長するような車両の不正な改造を防止し、保安基準に適合しない部品等

が不正な改造に使用されることがないよう「不正改造車を排除する運動」等を通じ、広

報活動及び企業、関係団体に対する指導を積極的に行います。 

また、自動車ユーザーだけでなく、不正改造等を行った者に対して必要に応じて立入

検査を行います。 

その他、違法行為を敢行する旧車會グループに対する実態把握を徹底し、関係都県で

情報共有するとともに、不正改造等の取締りを強化するなど的確な対応を推進します。   

（関東運輸局埼玉運輸支局、警察本部交通捜査課、交通指導課） 
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第６章 救助・救急活動の充実 

１ 救助・救急体制の整備 

(1) 救助・救急体制の整備 

ア 県内消防本部の救急・救助体制の充実強化 

令和８年４月１日現在、県内の消防本部は 13市 13 組合の 26 本部となっており、事務

委託を行っている２町を含め、県内全ての市町村をカバーしています。 

今後とも県内消防本部の救急・救助体制の充実強化を図ります。 

（県消防課） 

 

イ 埼玉県特別機動援助隊の充実強化 

局地的に多数傷病者が発生する災害に対して、知事の指示又は要請に基づき、消防機

関、防災航空隊及び災害派遣医療チーム（埼玉 DMAT：埼玉 Disaster Medical Assistance 

Team）が迅速に出動し、被災地での効果的な救助・救命活動を行います。 

実践的訓練や隊員の技術・知識の向上のための研修を実施し、上記の組織で構成する

埼玉県特別機動援助隊(愛称:埼玉 SMART(Special Mobile Assistance Rescue Team)) の

充実強化を図ります。 

                                （県消防課） 

【事業主体】 県消防課 

事業内容 事業費（千円） 

救出・救助に必要な連携強化のための研修・訓練 7,814 

 

(2) 応急手当の普及啓発活動の推進 

交通事故による負傷者の救命率の向上を図り、被害を最小限にとどめるためには、事

故現場に居合わせた県民（バイスタンダー）による適切な応急手当が必要です。 

そのため、自動体外式除細動器(以下、「AED（Automated External Defibrillator）」

という。)の使用も含めた応急手当講習会の推進を図るとともに、インターネットを活用

して県民に AED の設置情報を提供します。 

また、自動車教習所における教習、免許取得時講習及び運転免許センター等における

更新時講習等において、応急救護処置に関する知識の普及に努めます。加えて、学校に

おいては、教職員対象の心肺蘇生法（AED の取扱いを含む）の実習及び各種講習会の開催

により指導力・実践力の向上を図るとともに、中学校、高等学校の保健体育科において

も、止血法や包帯法、心肺蘇生法（AED の使用を含む）等の応急手当について指導の充実
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を図ります。さらには、自動車事故の負傷者に対して迅速かつ適切な応急処置を行うた

めに必要な救急法の知識と技術の普及の観点から、自動車事故救急法講習の確実な実施

を図ります。 

（県消防課、薬務課、教育局保健体育課、警察本部運転免許課） 

 

(3) 救急救命士の養成等の推進 

ア 救急救命士養成事業 

救急現場や医療機関への搬送途上におけるプレホスピタルケア（病院前救護）での救

命率の向上を図るためには、医師の指示のもとに救急救命処置を行うことができる救急

救命士を計画的に養成し、県内の救急隊に適正に配置していく必要があります。 

このため、救急隊員に救急救命士国家試験の受験資格を取得させる目的等で、消防学

校において救急隊員を対象に救急救命士養成教育訓練等を実施します。 

                                （県消防課） 

【事業主体】 県消防課 

事業内容 事業費（千円） 

救急救命士の新規養成等 42,454 

 

イ 救急振興財団の運営支援 

平成３年度、消防機関の救急救命士養成を主な目的として都道府県の共同出資により

（一財）救急振興財団が設立され、県内消防本部の救急救命士を含む救急隊員に対して

教育訓練を行っています。 

県は、救急隊員の資質向上が県民の救命率の向上につながるため、引き続き（一財）救

急振興財団に対する財政的負担をします。 

                                （県消防課） 

【事業主体】 県消防課 

事業内容 事業費（千円） 

救急振興財団の運営費補助 20,700 

 

(4) ドクターヘリ等による救急業務の推進 

ア 防災ヘリコプターの運航 

山間部など地理的制約の大きい地域での救急救助事案等を対象として、救命率の向上

を図るため、防災ヘリコプターを運航します。     

 （県消防課） 
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イ ドクターヘリの運航支援 

重篤患者の救命率向上と後遺症の軽減を図るため、救急現場へ迅速に医師や看護師を

送り込むドクターヘリの運航に対する補助等を行います。 

                              （県医療整備課） 

【事業主体】 県医療整備課 

事業内容 事業費（千円） 

ドクターヘリ運航事業 379,169（189,481） 

 

ウ 県警察ヘリコプターの活用 

県警察ヘリコプターによる、交通事故の状況把握等の支援活動を積極的に行います。 

（県警察本部交通捜査課） 

 

(5) 救助・救急隊員の教育訓練の充実 

複雑多様化する救助・救急事象に対応すべく、救急隊員及び救助隊員の養成と知識・

技術等の向上を図るため、県消防学校における教育訓練を引き続き実施します。 

                                （県消防課） 

【事業主体】 県消防課 

事業内容 事業費（千円） 

消防職員に対する教育訓練を行う消防学校の運営【一部再掲】 98,331 

 

(6) 高速自動車国道等における救急体制の整備 

関係市町村・消防本部と東日本高速道路株式会社が相互に連携、協力し、高速自動車

国道における救急体制の充実を図ります。 

（県消防課） 

 

２ 救急医療体制の整備 

(1) 救急医療施設等の整備 

ア 第二次救急医療体制の充実 

入院治療を必要とする小児の重症救急患者に対する医療を確保するため第二次救急医

療体制（14 地区）の充実を図ります。 

（県医療整備課） 
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【事業主体】 県医療整備課 

事業内容 事業費（千円） 

小児救急医療施設運営 238,979 

 

イ 救命救急センターの充実 

頭部損傷等の重篤救急患者の医療を確保するため、県内 11ヶ所の救命救急センターの

充実を図ります。 

                              （県医療整備課） 

【事業主体】 県医療整備課 

事業内容 事業費（千円） 

救命救急センター運営事業 1,077,083（530,289） 

 

ウ 救急医療情報システムの運営 

県内全ての救急車にタブレット端末やスマートフォンを搭載し、救急現場で医療機関

のリアルタイムな情報を閲覧できるようにすることで、救急搬送の円滑化を図ります。 

                              （県医療整備課） 

【事業主体】 県医療整備課 

事業内容 事業費（千円） 

救急医療情報システム保守管理 41,069（13,689） 

 

(2) メディカルコントロール体制の充実・強化 

救急現場において、救急隊員が常時、医師から指示を得られる体制を確保するととも

に、医学的観点からの救急活動の事後検証や、救急救命士を含む救急隊員の再教育など、

メディカルコントロール体制の充実・強化を進めることにより、救急活動の質の向上を

図ります。 

                                （県消防課） 

【事業主体】 県消防課 

事業内容 事業費（千円） 

県メディカルコントロール協議会の運営 1,053 

 

(3) ドクターヘリコプター・ドクターカーによる救急業務の推進 

交通事故による重篤患者の救命率の向上や後遺症の軽減を図るため、ドクターヘリ・
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ドクターカーの積極的な活用を推進します。 

                              （県医療整備課） 

【事業主体】 県医療整備課 

事業内容 事業費（千円） 

ドクターヘリ運航事業【再掲】 379,169（189,481） 

救命救急センター運営事業 

（ドクターカー運航に係る運転手に対する補助） 
30,607（7,051） 

 

３ 救急関係機関の協力関係の確保等 

救急医療施設への迅速かつ円滑な収容を確保するため、「傷病者の搬送及び受入れの実

施に関する基準」などにより、医療機関と消防機関が相互に連携を取りながら効果的な

救急体制の整備を促進します。 

                                 （県消防課） 

【事業主体】 県消防課 

事業内容 事業費（千円） 

県メディカルコントロール協議会の運営【再掲】 1,053 
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第７章 被害者支援の充実と推進 

１ 自動車損害賠償保障制度の充実等 

自賠責保険（自賠責共済）による救済を受けられないひき逃げや無保険（無共済）車両

による事故の被害者に対する救済制度である自動車損害賠償保障事業についても、被害

者に対する保障金の支払の迅速化等により、その充実を図ります。 

また、自賠責保険（自賠責共済）の期限切れ、掛け忘れに注意が必要であることを、広

報活動等を通じて広く県民に周知するとともに、街頭における指導取締りの強化等を行

い、運行防止の徹底並びに自賠責保険の普及促進を図ります。 

（関東運輸局埼玉運輸支局） 

  

２ 自転車損害賠償保険の普及促進 

自転車は、歩行者と衝突した場合には加害者となる側面も有しており、近年、自転車

が加害者となる事故に関し、高額な賠償を求められるケースもあります。こうした賠償

責任を負った際の支払い原資を担保し、被害者の救済の十全を図るため、「埼玉県自転車

の安全な利用の促進に関する条例」に基づき、事業者及び関係団体と連携し、保険や共

済の加入状況の確認や、未加入者への損害賠償責任保険等への加入を促進します。 

また、自転車小売業者に、自転車の購入者に対し自転車の定期的な点検及び整備並び

に自転車損害保険等への加入の必要性等を助言するよう求めます。 

                            （県防犯・交通安全課） 

【事業主体】 県防犯・交通安全課 

事業内容 事業費（千円） 

チラシ等による広報啓発【再掲】 475 

 

３ 自動車事故被害者等に対する援助措置の充実 

(1) 交通事故相談所の活動の充実 

交通事故の被害者やその家族の福祉の向上などを図るため、次の措置によりその充実・

強化を図ります。 

                           （県防犯・交通安全課） 

【事業主体】 県防犯・交通安全課 

事業内容 事業費（千円） 

相談員案内チラシの作成・充実強化 40 
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ア 交通事故相談業務の充実 

県が実施する交通事故相談所業務の充実を図るとともに、相談支援対象外（調停、訴

訟等を要する案件）については、交通事故紛争処理センターや日本弁護士連合会交通事

故相談センター等への斡旋を行います。 

（県防犯・交通安全課） 

 

イ 関係機関との連絡体制の強化 

交通事故相談所業務の円滑かつ適正な運営を図るため、関係機関、団体等との連絡体

制の強化を図ります。 

（県防犯・交通安全課） 

 

ウ 交通事故相談員の資質の向上 

交通事故被害者等の心情に配慮した相談業務を推進するとともに、相談内容の多様化・

複雑化に対処するため、研修等を通じて相談員の資質の向上を図ります。 

（県防犯・交通安全課） 

 

エ 交通事故相談業務の周知 

広報活動を積極的に行い、交通事故相談活動の周知徹底を図ります。 

（県防犯・交通安全課） 

 

(2) 損害賠償請求の援助活動等の強化 

交通事故被害者やその家族に対する支援の一環として、損害賠償手続、政府保障事業

等の救済制度の概要、各種相談窓口について「被害者手帳」を配布して説明を行うとと

もに、適切な被害者連絡の実施により、交通事故被害者等から要望を聴取するなど、心

情に配慮した相談活動を積極的に推進します。 

（警察本部交通捜査課） 

 

(3) 交通事故被害者の援助  

埼玉県交通安全対策協議会が行う交通遺児等に対する援護金等の給付事業の充実強化

を図ります。 

また、自動車事故対策機構が行う交通遺児等に対する生活資金の無利子貸付や自動車

事故が原因で重度の後遺障害が残った被害者に対する介護料支給制度、交通遺児育成基

金及び交通遺児育英会が行う交通遺児育成のための基金事業等の広報活動を行います。 
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                           （県防犯・交通安全課） 

【事業主体】 県防犯・交通安全課 

事業内容 事業費（千円） 

交通遺児援護基金に対する補助 405 

 

(4) 交通事故被害者等の心情に配慮した対策の推進  

ア 公共交通事故被害者に対する支援 

(ｱ) 被害者等への支援体制の整備 

公共交通事故被害者支援室において、被害者等からの相談を受け付けるとともに、

被害者等への支援に携わる職員に対する教育訓練の実施、関係機関等とのネットワー

ク形成等を図ります。 

（関東運輸局埼玉運輸支局） 

 

(ｲ) 事業者における支援計画作成の促進 

公共交通事業者による被害者等支援計画作成ガイドラインに基づき、事業者に対し

て計画の策定を促すなど、被害者等に対する支援の充実に向けた取組を図ります。 

（関東運輸局埼玉運輸支局） 

 

イ 公共交通事故発生時の取組 

(ｱ) 事故発生直後の対応 

被害者等に対する窓口を設置し、安否情報・事故情報等の提供に関する被害者等か

らの要望を関係行政機関、公共機関、地方公共団体及び事業者に伝えること等を通じ

て、被害者等に役立つ情報を収集・整理し、正確かつきめ細やかな情報を適切に提供

するよう図ります。 

また、被害者等が事故現場において行う安否確認等の活動のために必要な支援が確

保されるよう、被害者等からの要望を事業者等に伝えて必要な対応を要請し、また、

現場における受入体制等に関する情報を被害者等に提供するなど、被害者等への窓口

を通じて、被害者等からの問合せ・相談に的確に対応するよう図ります。 

（関東運輸局埼玉運輸支局） 

 

(ｲ) 中長期的対応 

事故被害者等への支援を行う体制において、被害者等の窓口を設置し、被害者等か

らの要望を踏まえ、事故調査の状況や規制の見直し、事業者の安全対策に関する説明
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について必要なコーディネートを図ります。また、被害者等からの相談を受け、必要

に応じて、事業者が策定する公共交通事故被害者等への支援に関する計画に基づく支

援やその他事業者による支援について、事業者に指導・助言を行うとともに、被害者

等に対して関係機関や心のケアの専門家を紹介する等の取組を図ります。 

（関東運輸局埼玉運輸支局） 

 

ウ ワンストップサービスによる支援の推進 

交通事故被害者等の支援に携わる県の防犯・交通安全課、県警察の犯罪被害者支援室

及び民間の犯罪被害者支援団体を同一施設に集約し、相互が緊密に連携し、被害者が必

要とする支援を行えるワンストップサービスの提供を行うことにより被害者等の心情に

配慮した支援業務を推進します。 

（県防犯・交通安全課、警察本部警務課） 

 

エ 適切な情報の提供 

交通事故被害者等に対して、交通事故の概要、捜査経過等の情報を提供するとともに、

刑事手続の流れや各種支援制度等をまとめた「被害者手帳」を交付します。さらに、加

害者の行政処分に関する情報についても、交通事故被害者等による問合せに応じ、適切

に対応します。 

（警察本部警務課、交通捜査課、運転管理課） 

 

オ 被害者連絡制度の充実 

特に、ひき逃げ事件、交通死亡事故などの被害者等に対しては、被疑者の検挙状況、処

分状況等を連絡する被害者連絡制度の充実を図ります。 

さらに、加害者の行政処分に関する情報についても、交通事故被害者等による問い合

わせに応じ、適切に提供します。 

（警察本部警務課、交通捜査課） 
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第８章 研究開発及び調査研究の充実 

１ ITS に関する研究開発の推進 

(1) 安全運転の支援  

ITS の高度化により交通の安全を高めるため、道路上の車両感知器、各種センサーによ

り道路・交通の状況や周辺車両の状況を把握するシステムの研究開発を国と連携して推

進するとともに、自動車単体では対応できない事故への対策として、路車間通信、歩車

間通信等の通信技術を活用した運転支援システムの実現に向けて産学官が連携し研究開

発等を行います。 

（警察本部交通規制課） 

 

(2) 交通管理の最適化  

交通流・量の積極的かつ総合的な管理を行い、交通の安全性・快適性の向上と環境の

改善を図るため、安全で円滑な信号制御方式の導入及びプローブ情報等の交通情報の提

供等、安全運転を支援するための研究開発を推進し、交通管理の最適化を図ります。 

（警察本部交通規制課） 

 

(3) 歩行者等の支援 

スマートフォンの Bluetooth 等を活用して歩行者等に信号情報を知らせる高度化 PICS

や、歩行者と車両の通行する時間を分離する信号機の歩車分離化制御等、全ての歩行者

等が安心して通行できる安全で快適な道路交通環境の形成を図るための研究開発を推進

し、歩行者等の安全な移動を支援します。 

（警察本部交通規制課） 

  



第９章 鉄道と踏切道の安全確保 

  100  

第９章 鉄道と踏切道の安全確保 

１ 鉄道交通環境の整備 

(1) 鉄道施設等の安全性の向上 

ア 地方行政機関（国） 

鉄道施設の維持管理及び補修を適切に実施するとともに、老朽化が進んでいる橋梁等

の施設について、長寿命化に資する補強・改良を進めます。特に、人口減少等による輸

送量の伸び悩み等から厳しい経営を強いられている地域鉄道については、安全性の向上

に必要な施設・設備の更新等に対して支援を実施します。研究機関の専門家による技術

支援制度を活用する等して技術力の向上についても推進します。 

また、多発する自然災害へ対応するために、防災・減災対策の強化が喫緊の課題とな

っています。このため、河川に架かる鉄道橋りょうの流出・傾斜対策や鉄道隣接斜面の

崩壊による土砂流入対策、地下駅等の浸水対策の強化等を推進します。切迫する首都直

下地震・南海トラフ地震等に備えて、鉄道ネットワークの維持や一時避難場所としての

機能の確保等を図るため、主要駅や高架橋等の耐震対策を推進します。 

さらに、駅施設等について、高齢者・視覚障害者を始めとするすべての旅客のプラッ

トホームからの転落・接触等を防止するため、転落・接触事故の発生状況、駅やホーム

の構造・利用実態、駅周辺エリアの状況などを勘案し、優先度が高いホームでのホーム

ドアの整備を加速化することを目指すとともに、ホームドアのない駅での視覚障害者の

転落を防止するため、新技術等を活用した転落防止策を検討します。 

（関東運輸局鉄道部） 

 

イ 県 

(ｱ) 埼玉県福祉のまちづくり条例に基づく対策 

埼玉県福祉のまちづくり条例の趣旨を踏まえ、駅舎のバリアフリー化、案内表示等

の充実を促進します。                     

（県福祉政策課） 

【事業主体】 県福祉政策課 

事業内容 事業費（千円） 

福祉のまちづくり普及啓発事業 

福祉のまちづくり条例新築等届出審査 

埼玉県福祉のまちづくり推進協議会等の運営 

 

2,250 
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(ｲ) 駅のバリアフリー化に対する補助【再掲】 

年齢や障害の有無にかかわらず誰もが快適に安心して駅を利用できるよう、駅にお

ける障害者対応型トイレ等の整備に対して補助を実施します。 

                             （県交通政策課） 

 

【事業主体】 県交通政策課 

事業内容 事業費（千円） 

障害者対応型トイレ等の整備に対する補助 100,000 

 

(ｳ) 保安設備等の整備に対する補助 

県民の足として重要な役割を担っている秩父鉄道の輸送の安全確保を図るため、秩

父鉄道（株）が行う保安設備等の整備に対して補助を実施します。 

                             （県交通政策課） 

【事業主体】 県交通政策課 

事業内容 事業費（千円） 

保安設備等の整備に対する補助 103,332 

 

(ｴ) 駅ホームからの転落防止に対する補助 

 駅ホームからの転落事故を防止するため、ホームドア及び内方線付き点状ブロッ

クの整備に対して補助を実施します。 

                             （県交通政策課） 

【事業主体】 県交通政策課 

事業内容 事業費（千円） 

ホームドアの整備に対する補助  

 内方線付き点状ブロックの整備に対する補助 

※内方線付き点状ブロックとは、従来の警告ブロック（点状ブロック）の内側に線

が一本加わり、目の不自由な方でも、どちら側に電車がくるのか分かるようになって

いるものをいう。 

 

 (2) 運転保安設備等の整備 

曲線部等への速度制限機能付き ATS 等、運転士異常時列車停止装置、運転状況記録装

置等について法令により整備の期限が定められたもの＊の整備については完了しました

9,121 
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が、整備の期限が定められていないものの整備については引き続き推進を図ります。  

＊１時間あたりの最高運行本数が往復 10 本以上の線区の施設又はその線区を走行す

る車両若しくは運転速度が 100km/h を超える車両又はその車両が走行する線区の施設に

ついて 10年以内に整備するよう義務付けられたもの。 

（関東運輸局鉄道部） 

 

２ 鉄道交通の安全に関する知識の普及 

運転事故の約９割を占める人身障害事故と踏切障害事故の多くは、利用者や踏切通行

者、鉄道沿線住民等が関係するものであることから、これらの事故の防止には、鉄道事

業者による安全対策に加えて、利用者等の理解と協力が必要です。このため、学校、沿

線住民、道路運送事業者等を幅広く対象として、関係機関等の協力の下、全国交通安全

運動や踏切事故防止キャンペーンの実施、鉄道事業者が一体となって、酔客に対する事

故防止のための注意喚起を行うプラットホーム事故０（ゼロ）運動等において広報活動

を積極的に行い、鉄道の安全に関する正しい知識を浸透させます。 

また、これらの機会を捉え、駅ホーム及び踏切道における非常押ボタン等の安全設備

について分かりやすい表示の整備や非常押ボタンの操作等の緊急措置の周知徹底を図り

ます。 

（関東運輸局鉄道部、県交通政策課、防犯・交通安全課、警察本部交通総務課） 

 

３ 鉄道の安全な運行の確保 

(1) 保安監査等の実施 

鉄道事業者に対し、計画的に保安監査を実施し、輸送の安全の確保に関する取組の状

況、施設及び車両の保守管理状況、運転取扱いの状況、乗務員等に対する教育訓練の状

況等について適切な指導を行うとともに、過去の指導のフォローアップを実施します。 

また、計画的な保安監査のほか、重大な事故等の発生等の際にも、臨時で保安監査を

行うなど、メリハリの効いたより効果的な保安監査を実施するなどして、保安監査の充

実を図ります。 

このほか、年末年始の輸送等に関する安全総点検により、事業者の安全意識を向上さ

せます。 

（関東運輸局鉄道部） 

 

(2) 運転士の資質の保持 

運転士の資質の向上を目的として、動力車操縦者運転免許試験の適正な実施をはじめ、
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動力車操縦者運転免許に関する省令に基づく取組を推進します。 

また、運転士が作業を行うのに必要な知識及び技能を保有させるための教育及び訓練

が適切に実施されるよう運転管理者会議の開催等の機会を捉えて適切に指導します。さ

らに、入手した運転士の取扱い誤りに原因があるおそれがあると認められる事態の情報

については、その情報の共有と活用を図るため、とりまとめを行い、鉄軌道事業者へ周

知します。 

（関東運輸局鉄道部） 

 

(3) 安全上のトラブル情報の共有・活用 

主要な鉄道事業者の安全担当者等による鉄道保安連絡会議を開催し、事故等及びその

再発防止対策に関する情報共有等を行います。 

また、安全上のトラブル情報を収集し、速やかに鉄道事業者へ周知・共有することに

よる事故等の再発防止に活用します。 

さらに、運転状況記録装置等の活用や現場係員による安全上のトラブル情報の積極的

な報告を推進するよう指導します。 

（関東運輸局鉄道部） 

 

(4) 気象情報等の充実 

鉄道交通に影響を及ぼす台風、大雨、大雪、竜巻等の激しい突風、地震、火山噴火等の

自然現象について、的確な実況監視を行い、関係機関、乗務員等が必要な措置を迅速に

とり得るよう、特別警報・危険警報・警報・予報等を適時・適切に発表して事故の防止・

軽減に努め、各種情報の提供を行います。 

特に、竜巻等の激しい突風による列車転覆等の被害の防止に資するため、気象防災速

報（竜巻注意/竜巻目撃）を適時・適切に発表するとともに、分布図形式の短時間予測情

報として竜巻発生確度ナウキャストを提供します。 

また、走行中の列車における地震発生時の転覆等の被害の防止に資するため、緊急地

震速報（予報及び警報）の鉄道交通における利活用の推進を図ります。 

また、これらの情報の内容の充実と効果的利活用の促進を図るため、「第３章 安全運

転の確保 １ 運転者教育等の充実 （８）道路交通に関する情報の充実 ウ 気象情

報等の充実」に記載してあることを実施します。 

（熊谷地方気象台） 
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(5) 大規模な事故等が発生した場合の適切な対応 

国及び鉄道事業者における夜間・休日の緊急連絡体制等を点検・確認し、大規模な事

故または災害が発生した場合に、迅速かつ的確な情報の収集・連絡を行います。 

また、大都市圏、幹線交通における輸送障害等の社会的影響を軽減するため、鉄道事

業者に対し、外国人を含む利用者への適切な情報提供を行うとともに、迅速な復旧に必

要な体制を整備するよう指導します。 

さらに、鉄道事業者に対して、降雪時等において、状況に応じて迅速な除雪が行える

よう、除雪体制の整備・確認等の徹底を指導するとともに、駅間停車が長時間にわたる

と見込まれる場合には、乗客の安全確保を最優先とし、運行再開と乗客救出の対応を並

行して行うこと、利用者への適切な情報提供等を行うことを指導します。 

（関東運輸局鉄道部） 

 

(6) 運輸安全マネジメント評価の実施 

事業者が社内一丸となった安全管理体制を構築・改善し、国がその実施状況を確認す

る運輸安全マネジメント評価については、引き続き着実に実施するとともに、セミナー

等を通じて事業者へ更なる普及・啓発を図るなど、事業者の取組の深化を促進します。 

                            （関東運輸局鉄道部） 

 

(7) 計画運休への取組  

鉄道事業者に対し、大型の台風が接近・上陸する場合等、気象状況により列車の運転

に支障が生ずるおそれが予測されるときは、一層気象状況に注意するとともに、安全確

保の観点から、路線の特性に応じて、前広に情報提供した上で計画的に列車の運転を休

止するなど、安全の確保に努めるよう指導します。 

また、対応に関する情報提供を行うに当たっては、内容・タイミング・方法について留

意させるとともに、外国人利用者にも対応するため、多言語案内体制の強化も指導しま

す。 

（関東運輸局鉄道部） 

 

４ 救助・救急活動の充実 

ア 地方行政機関（国） 

鉄道の重大事故等に備え、避難誘導、救助・救急活動を迅速かつ的確に行うため、訓練

の充実や鉄道事業者と消防機関、医療機関その他の関係機関との連携・協力体制の強化

を図ります。 
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（関東運輸局鉄道部） 

 

イ 県 

県内全鉄道事業者と全消防本部は、埼玉県鉄道災害消防活動安全連絡協議会を設置し、

相互に協力して適切かつ効率的な救急・救助活動を行うとともに、鉄道事故に対する救

急・救助訓練の実施など連携を強化し、推進します。 

また、多数の負傷者が発生する大規模な事故に対処するため、埼玉県特別機動援助隊

（埼玉 SMART）の体制強化を図ります。 

（県消防課） 

 

５ 踏切道の立体交差化、構造の改良及び歩行者等立体横断施設の整備、バリ

アフリー化の促進 

ア 地方行政機関（国） 

遮断時間が特に長い踏切道（開かずの踏切）や、主要な道路で交通量の多い踏切道等

については、抜本的な交通安全対策である連続立体交差化等により、除却を促進すると

ともに、道路の新設・改築及び鉄道の新線建設に当たっては、原則、立体交差化を図り

ます。 

加えて、立体交差化までに時間の掛かる「開かずの踏切」等については、早期に安全・

安心を確保するため各踏切道の状況を踏まえ、歩道拡幅等の構造改良、カラー舗装、歩

行者等立体横断施設の設置、規制看板の設置によるピーク時の流入抑制や駐輪場整備等

の一体対策を促進するほか、円滑化にも資する場合には、踏切信号機の設置等の暫定的

な速効対策について、速やかに関係省庁が連携して検討し、早期に必要な取組を推進し

ます。 

また、踏切横断交通量削減のため、駅の出入り口の新設や密接関連道路の整備等の踏

切周辺対策を促進します。 

歩道が狭隘な踏切についても、踏切道内において歩行者と自動車等が錯綜することが

ないよう歩行者滞留を考慮した踏切拡幅等、事故防止効果の高い構造への改良を促進し

ます。 

さらに、平成 27 年 10 月の高齢者等による踏切事故防止対策検討会の取りまとめ及び

令和６年１月に改定した「道路の移動等円滑化に関するガイドライン」を踏まえ、平滑

化や特定道路等を優先とした踏切道内誘導表示の設置等のバリアフリー化を含めた高齢

者等が安全で円滑に通行するための対策を促進します。 

以上のとおり、立体交差化等による「抜本対策」と構造の改良等による「速効対策」の
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両輪による総合的な対策を促進します。 

（関東運輸局鉄道部） 

イ 県 

踏切事故対策として、連続立体交差化や単独立体交差化による踏切道の除去を推進し

ます。 

道路の新設・改築及び鉄道の新設にあたっては、極力立体交差化を図ります。特に、交

通遮断の著しいボトルネック踏切等については、重点的に立体化を推進します。 

また、自動車が通行する踏切道であって、踏切道の幅員が接続する道路の幅員よりも

狭いものについて、構造の改良を推進します。 

（県道路街路課） 

【事業主体】 県道路街路課 

施工箇所 事業費（千円） 

東武鉄道伊勢崎線・野田線外５箇所 4,799,075(2,493,892) 

 

６ 踏切道保安設備の整備及び交通規制の実施 

ア 踏切保安設備の整備 

踏切遮断機の整備されていない踏切道について、踏切道の利用状況、踏切道の幅員、

交通規制の実施状況等を勘案し、着実に踏切遮断機の整備を行うとともに、統廃合や踏

切遮断機の整備が困難な踏切道に対して、歩行者等の直前横断等を抑止するためのゲー

トや柵等の設置など踏切事故の減少が期待できる設備の整備を促進します。 

大都市及び主要な地方都市にある踏切道のうち、列車運行本数が多く、かつ、列車の

種別等により警報時間に差が生じているものについては、必要に応じ警報時間制御装置

の整備等を進め、踏切遮断時間を極力短くします。 

自動車交通量の多い踏切道については、道路交通の状況、事故の発生状況等を勘案し

て必要に応じ、障害物検知装置、オーバーハング型警報装置、大型遮断装置等、より事

故防止効果の高い踏切保安設備の整備を進めます。 

高齢者等の歩行者対策としても効果が期待できる、全方位型警報装置、非常押ボタン

の整備、障害物検知装置の高規格化や、AI 等を活用したさらなる踏切安全対策を推進し

ます。 

なお、これらの踏切保安設備の整備に当たっては、補助制度を活用して整備を促進し

ます。 

（関東運輸局鉄道部） 
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イ 交通規制の実施 

道路の交通量、踏切道の幅員、踏切保安設備の整備状況、う回路の状況等を勘案し、必

要に応じ、自動車通行止め、大型自動車通行止め、一方通行等の交通規制を実施すると

ともに、併せて道路標識の高輝度化等による視認性の向上を図ります。 

（警察本部交通規制課） 

７ 第４種踏切道の安全対策の実施 

第４種踏切道は原則統廃合、統廃合できない場合は第１種踏切道へ転換を図っていく

こととし、埼玉県交通安全対策協議会踏切事故防止対策部会等において、関係する鉄道

事業者及び市町と連携して、協議を進めることとします。 

（県交通政策課、防犯・交通安全課、道路街路課） 

 

８ 道路改良に伴う踏切道の統廃合の促進 

踏切道の立体交差化、構造の改良等の事業の実施に併せて、近接踏切道のうち、その

利用状況、う回路の状況等を勘案して、地域住民の通行に特に支障を及ぼさないと認め

られるものについて、統廃合を進めます。 

 ただし、道路改良のうち、踏切道に歩道がないか、歩道が狭小な場合の歩道整備につ

いては、その緊急性を考慮して、近接踏切道の統廃合を行わずに実施できることとしま

す。 

（関東運輸局鉄道部、県道路街路課） 

 

９ その他踏切道の交通の安全及び円滑化等を図るための措置 

ア 地方行政機関（国） 

緊急に対策の検討が必要な踏切道は、「踏切安全通行カルテ」を作成・公表し、効果検

証を含めたプロセスの「見える化」を推進し、透明性を保ちながら各踏切の状況を踏ま

えた対策を重点的に推進します。 

また、踏切道における交通の安全と円滑化を図るため、必要に応じて、踏切道予告標、

踏切信号機の設置等を進めます。 

自動車運転者や歩行者等の踏切道通行者に対し、交通安全意識の向上及び踏切支障時

における非常押ボタンの操作等の緊急措置の周知徹底を図るため、踏切事故防止キャン

ペーンを推進します。 

また、学校等において、踏切の通過方法等の教育を引き続き推進するとともに、鉄道

事業者等による高齢者施設や病院等の医療機関へ踏切事故防止のパンフレット等の配布

を促進します。踏切事故による被害者等への支援についても、事故の状況等を踏まえ、



第９章 鉄道と踏切道の安全確保 

  108  

適切に対応していきます。 

また、ICT 技術の発展やライフスタイルの変化等、社会を取り巻く環境の変化を見据

え、更なる踏切道の安全性向上を目指し、対策を検討します。 

平常時の交通の安全及び円滑化等の対策に加え、災害時においても、踏切道の長時間

遮断による救急・救命活動や緊急物資輸送に支障の発生などの課題に対応するため、関

係者間で遮断時間に関する情報共有を図るとともに、遮断の解消や迂回に向けた災害時

の管理方法を定める取組を推進します。 

（関東運輸局鉄道部） 

 

イ 県警察 

踏切道における交通の安全と円滑化を図るため、必要に応じて、踏切道予告標，踏切

信号機の設置や車両等の踏切通行時の違反行為に対する交通指導取締りを適切に行いま

す。 

また、自動車運転者や歩行者等の踏切道通行者に対し、交通安全意識の向上を図るた

め、広報啓発活動を推進します。 

（警察本部交通総務課、交通指導課、交通規制課） 

 
 


